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最近、政府の総合経済対策や生活大国五カ年計画などで、住宅問題が新し

い局面を迎えようとしています。戦後の住宅政策は、戦災都市の応急住宅建

設から始められましたが、もちろん数の上の仕事で、飢えと寒さが最大の敵

でした。政策らしい形ができたのは、やはり昭和25年の住宅金融公庫創設か

らのことでしょう。当時は「土地はあれども金はなし」という時世でしたの

で、公庫融資は財政面からもきわめて効果的で、国民もやっと自分たちの住

宅について、夢と希望がもてるようになりました。続いて鳩山内閣の住宅重

点の政策で、昭和30年の日本住宅公団の開設となって、ここに現在に至る住

宅政策の基本的な骨組みができあがったのでした。

住宅金融公庫法第 l条に「健康で、文化的な生活を営むに足る住宅」という

文言があります。これは言葉としては何の変哲もない平凡なものですが、現

在でも住宅政策の効果の物差しのような味がします。元来、住宅には文化と

伝統に育まれた保守的な面もありますが、政策としては機能的な近代性が求

められます。戦後半世紀にしてかつての敗戦国は世界の経済大国に成長し、

住宅も量、質ともに非常に改善されてきていますが、住生活の水準はいまだ

欧米のそれに及びません。したがって日本人の生活面において豊かさの実感

が乏しいといわれています。遠距離通勤や過重な住宅ローンに苦しむ人たち

の住生活が健康で文化的だとはいえないでしょう。変転きわまりない内外の

社会情勢のなかで、住宅大国への道は決して平坦ではありません。住宅問題

に対する不断の研績と、強力な政策の実行が望まれるゆえんです。
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土地利用規制と不完全競争

小西秀樹

［要旨］ 本稿では、商業地に小規模な企業が乱

立する現象を生産物市場の不完全競争から派生

するものとみて、産業間土地用途規制の導入が

経済厚生に与える効果を 2財 2要素の一般均衡

モデルによって分析する。政府が不完全競争産

業内の企業数を直接規制できる場合には、商業

地を広げる土地政策が経済厚生を改善する。し

かし、企業数の制限ができない場合には、産業

間の相対的な土地集約度に応じて望ましい土地

用途規制のあり方は異なる。特に、不完全競争

企業の限界費用部分における土地集約度が小さ

い場合、商業地を縮小する土地政策が経済厚生

を改善しうる。

はじめに

市場が完全競争的であり、公害やその他の外

部効果が作用しないとき、税や借地借家法など

の制度による資源配分に対する歪みが存在しな

いかぎり、産業間で土地利用を用途別に制限す

るゾーニングの導入は資源配分の効率性、土地

の有効利用について望ましい効果をもたらさな

い。しかしながら、生産物の市場が不完全競争

的であり、そこで生じる資源配分の歪みを政府

が直接修正できない場合、生産要素である土地

の産業間配分を規制する政策が、効率的な資源

配分にとって望ましい可能性がある。

企業の生産活動において一定の固定費が必要

であり、そのために市場に参入する企業数が十

分には大きくない場合、産業内の個々の企業は
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生産物に対する価格支配力をもち、生産の限界

費用を上回る価格設定を行うことができる。こ

のような状況で企業の参入が自由であるとき、

個々の企業の生産量は平均費用曲線が右下がり

の状態、規模の経済性を十分には生かしきれて

いない状態で決まってくる。いいかえれば、参

入する企業数が資源配分の点から過大になって

しまい、個別企業の生産活動が縮小することに

なる。これは Suzumuraand Kiyono (1987) 

および Mankiwand Whinston (1986）によっ

て検討された「過剰参入定理」（The excess 

entry theorem）と呼ばれる命題である。

同質的な生産物を販売する小規模な企業が、

地域の商業地に多数乱立している状況をしばし

ば目にすることがあるが、これは地域的な市場

における企業の過剰参入の例とみることができ

る。資源配分の効率性の点からいえば、企業数

を減らし、個々の企業の販売量を拡大するほう

が土地、建物などの固定的な生産要素に関する

重複投資を避けることができ、より有効な土地

利用、資源配分の効率性の改善を実現すること

ができるはずである。しかしながら、そのよう

な参入制限を政府が実行することは、行政上の

費用や営業の自由を認める法律の制約などの点

で困難で、あるかもしれない！）。

本稿では 2財 2要素の一般均衡モデルを用い

て、土地の用途別規制の導入（具体的には商業

地と住宅地の区画規制の導入）がより効率的な

資源配分を達成できるかどうか、できるとすれ

ばどのような条件が満たされていなければなら



ないかについて、特に産業聞の土地集約度の差

に着目しながら、理論的な検討を試みる。

論文の構成は以下のとおりである。まず、本

稿の基本モデルを説明し、次に、土地用途規制

の導入が資源配分の効率性を改善するための必

要十分条件を明らかにする。そして、一般均衡

モデルに関する比較静学分析によって、政府が

企業の参入を直接規制できる場合とできない場

こにし・ひでき
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合について、土地利用規制導入の経済厚生効果 と仮定する。

を明らかにする。

モデル

ある経済はX財、 Y財の 2財を生産しており、

それらの生産には 2種類の生産要素、土地（L)

および労働（N）が用いられる。それぞれの供給

量は一定である。 X財産業はクールノー・タイ

プの数量競争によって特徴づけることのできる

不完全競争産業であり、一方、 Y財産業は収穫

一定の生産技術をもっ企業によって構成された

完全競争産業である。 X財産業では企業の参入

時に固定的な生産要素の投入が必要であるもの

とする。

(1）消費者

代表的消費者は、一定の予算制約のもとで効

用を最大化するように各財に対する需要量を決

定する。ここでは、簡単化のために消費者の効

用関数を、 U(X,Y)=a>(X)+ Y，ゆ（X)= a>'(X) 

>O，グ（X）三φ＂（X)<0と特定化する。 X、Y

はそれぞれX財およびY財の消費量である。 X

財およびY財の価格をそれぞれp、qとすると、

所得Iのもとでの代表的消費者の効用最大化問

題は間接効用関数V(p,q, I)を用いて、 V(p,q, 

I)=maxx,Y{U(X,Y)lpX +qYζI}と表すことが

できる。このとき、それぞれの財に対する需要

関数はロアの恒等式により X=-Vp/Vr,Y= 

Vq/Vrとなる九特に、ここで前提とした効

用関数もとでは、 X財の逆需要関数は p=

qゆ（X）となる。以下、計算を容易にするために

需要の価格弾力性ε三－¢（X)/(Xφ＇（X））を一定

(2) y財産業

Y財は、収穫一定の生産関数をもっ企業によ

って完全競争的に供給される。いま、産業聞を

自由に移動できる労働の単位当たり賃金をw、

土地利用規制のもとでY財産業に利用可能な土

地の単位当たり地代をfyとしよう。収穫一定の

生産技術のもとでは、 Y財の生産における限界

費用（＝平均費用）はこれら 2つの要素価格の

関数としてg(w,ry）と表現できる。 Y財の市場

は完全競争的であるから、市場均衡価格は必ず、

q=g(w,ry）を満たす水準に決定される。

(3) x財産業

X財に対する逆需要曲線は、 Y財の均衡価格

を用いてp=g(w,rv）ゆ（X）と書ける。 X財産業の

各企業はこの逆需要関数においてw、およびh

は一定であるものと見なして生産量を決定する

ものと仮定しよう。

土地利用規制のもとでX財産業の利用できる

土地の地代をrxとする。 X産業内の代表的企業

が、土地および労働を用いてX財をx単位生産

するときに最低限負担しなければならない費用

を費用関数C(w,rx,x）とし、以下ではそれが可

変費用部分と限界費用部分について、次のよう

に分けられるものと仮定する。

C( w ,rx,x) = c( w ,rx)x + f( w ,rx) 

いうまでもなく、右辺第 1項は可変費用、第

2項は固定費用であり、ここでは限界費用

c(w,rx）が生産量xから独立であることを前提

している。
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寡占企業の利潤は先の逆需要関数と費用関数

を用いて、

g(w,rv）ゆ（x+X1)x c(w,rx) f(w,rx) 

と表すことができる。ここで、各寡占企業はク

ールノー・タイプの想定のもとで利潤を最大に

する生産量を選択すると仮定する。また、産業

内のすべての企業は同ーの生産技術によって生

産できるから、寡占企業の競争均衡は対称的で

あるとする。すなわち、産業内の企業数をnと

すると、均衡では、 X=nxが成り立つ。対称的

なクールノー均衡のもとでは、各企業の利潤最

大化の一階条件として、

れ rv）ゆ（nx)(l ~）＝付x) (1) 

が成立する。

X財産業に対する企業の参入退出は自由であ

るならば、産業内の企業数が一定になる状態で

は寡占企業の獲得する超過利潤はゼ、ロになる。

このとき、政府が産業内の企業数を直接規制で

Ygr(w,rv)=Lv (5) 

である。産業間での土地の利用規制がなければ

Lx、Lvも内生変数であり、 Lx+Lv=Lとなる

ように地代 r(=rx=rv）が決定される。

(5）一般均衡

代表的消費者の所得 Iをニュメレールにとる。

所得の源泉は賃金、地代および不完全競争産業

において生ずる超過利潤の合計に等しい。した

がって、一般均衡のもとで決まってくる内生変

数はニュメレールを通じて、

n{g(w,rv）φ（nx)x c( w,rx)-f( w,rx)} 

+wN +rxLx+rvLv=l (6) 

という関係を必ず満足することになる。

土地利用規制および参入規制が実施される以

前の経済の一般均衡は、以上（1）から（6）までの 6

つの方程式体系によって記述される。未知数は

x,n, Y, w, rx, rvの6つであるから、一般にこれ

らの均衡値を解くことができる。政府がX財産

きない場合の市場均衡では、 業内の企業数を直接規制できない場合、土地利

g(w,rv）ゆ（nx)x c(w,rx)-f(w,rx)=O (2) 用規制の導入は（4）式および（5）式の左辺をdLx、

が成り立つ。

体）生産要素市場

まずはじめに、労働市場の均衡を検討する。

各企業の労働需要はシェパードの補題より、企

業の費用関数を賃金で偏微分した値に一致する。

X財産業に属する 1企業の労働需要はCw(W,fx,

x）であり、またY財 1単位当たりに必要な労働

投入量はgw(w,rv）である。したがって、労働市

場の需給均衡条件は、

n{cw(w,rx)x+fw(w,rx)}+ Ygw(w,rv)=N (3) 

となる。

次に土地市場を考察する。各産業の利用でき

る土地の総量をLx、Lvとする。経済全体の土

地の総量は一定であり、 Lx+Lv=Lにより与

えられているから、労働市場と同様にして、各

産業ごとの土地市場で需要と供給が一致するた

めの条件は、

dLy( = dLx）だけ変化させることを意味する。

この場合、土地利用規制の導入は上述の 6つの

方程式体系を通じて経済の資源配分に影響を与

える。一方、政府がX財産業への企業の参入規

制を同時に実施できる場合、（2）式は政策導入後

の均衡条件とはならなし3。参入規制と土地利用

規制が同時に行われる場合、（1）および（3）から（6)

までの 5つの方程式体系が、政策導入後の均衡

条件となることに注意が必要で、ある。

経済厚生の変化

以下では、政府が不完全競争産業の土地利用

量をdLx(= dLv）だけ変化させたときの経済

厚生の変化について分析する。まずはじめに、

上述の一般均衡体系において土地利用規制が経

済厚生を改善するための十分条件を明らかにし

ておこう。

代表的消費者の享受する効用水準の変化は、

n{cr(w,rx)x +fr(w,rx)} =Lx (4) 不完全競争産業における個別企業の生産量の変
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化（dx）と、そこでの土地利用量の変化（dLx）に

基づいて、以下のように書き表すことができ

る3）。

dV Vi= -Xg(w,ry）グ（X)dx+ (rx -ry)dLx 

右辺の第 1項は規模の経済を通じた経済厚生

の変化を示している。ゆ＇＜ Oであるから、不完

全競争産業における企業の個別生産量Xの増加

は、規模の経済性の活用を通じて経済厚生を改

善する。第2項は、土地の産業間への配分の歪

みを表している。他の事情を一定とするかぎり、

rx>ryで、あれば土地はより効率的に利用できる

産業Xのほうに配分するべきであり、また逆の

ときは逆である。注意すべき点は、上の経済厚

生の変化に関する条件は、政府が不完全競争産

業の企業数を直接規制できる場合、規制できな

い場合のいずれにも当てはまるということであ

る。

本稿では、政府がはじめて産業聞での土地利

用規制（および可能な場合には、不完全競争産

業における企業の参入規制）を限界的に導入す

るケースを考察の対象とする。この場合、政策

が導入される以前の一般均衡ではrx=ryが成立

しているから、上の第2項による経済厚生の変

化は無視することができる。したがって、土地

利用規制の限界的な導入が経済厚生を改善する

ための条件とは、 dx>O、すなわちX財産業の

l企業当たり生産量が増加することである。

一般均衡の比較静学

土地利用規制および参入規制の導入が経済の

一般均衡にどのような影響を与えるかを明らか

にするために、前節までで導いた一般均衡体系

に関する比較静学分析を行う。各変数について、

その変化率をhatcalculus によって表現しよう。

すなわち、ある変数zに関して、 2三dz/zであ

る。

(1）式より、 X財産業の企業当たり生産量、企

業数、産業聞の相対的な限界費用の聞に、

L. (n-1）ε－1 - x fi＝εit 
A (nε一1)

の関係があることを導き出せる。ここで、生産

量を戦略変数とするクールノー競争において、

それが戦略的代替関係（strategic substi-

tutes）を満たすものと仮定する。戦略的代替

関係とは個々の寡占企業の利潤最大化生産量が

競争相手の企業の生産量の増加によって縮小す

ることを意味する。これは（1）式右辺で表される

寡占企業の限界収入が企業数nの増加に対して

低下することと同値であり、ここでの定式化に

したがえば、 n>l+1／.εが戦略的代替関係を保

証する。上でnの係数をμ三［（n-1）ε－1］／［ε（nε

1）］とすると、戦略的代替関係のもとではμ＞

Oが成り立つ。さらに、産業聞の相対的な限界

費用の変化率はそれぞれの直面する要素価格比

率（wx=w/rx,(J)y=w/ry）の変化率、 wx三試r-fx

およびwy三命－fyを用いて、

と童三ぽ1wx+fJlwy 

と表すことができる。ただし、従， i=M,Yはそ

れぞれX財産業およびY財産業に属する企業の

限界費用に占める地代コストの比率、町三

rxcr/ c, fJl三fygrぼである。これらを用いて、

(1）式から導かれる内生変数問の関係は、

ハU一一Y
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(7) 

となる。企業数の増加やX財産業の直面する相

対的な限界費用の上昇は、他の事情を一定とし

て、寡占企業の均衡生産量を減少させる。

次に、（2）式より政府がX財産業の企業数を直

接規制できない場合、企業の参入退出を通じた

内生変数聞の関係は、

n 1 1 ，り

Il€文－€fi+Btwx-tJCwy=O (8) 

として得られる。ただし、 etはX財産業の企業

の総費用に占める地代コストのシェアを表し、

配三rxCr/Cで、ある。（8）式から、他の事情を一

定とするかぎり、寡占企業の生産量や相対的な

平均費用の上昇は、 X財産業の均衡企業数を減

土地利用規制と不完全競争 5 



少させるといえる。

生産要素市場の均衡条件についても同様であ

る。まず、 X財産業に関する土地市場の均衡条

件（4）について検討する。経済全体の土地総量の

うちでX財産業に利用される土地のシェア、 X

財産業の限界費用部分に用いられる土地のシェ

ア、 X財産業の固定費用部分に用いられる土地

のシェアを、 A~L 三 Lx/L（三nCr/L), tl旦＝

nxcr/L, AkL=nfr/Lと定義しよう。また、 σM，σF

を、寡占企業の限界費用部分および固定費用部

分における労働と土地の代替の弾力性とする。

これらを用いると、（4）式から、寡占企業の生産

量、産業内企業数、要素価格比率の聞に以下の

関係が導かれる。

dl x 
－，＼~L文 tl~d'i OXLWx＝一L丞 （9)

ただし、 OxL ＝三A~L~σM+tlhtJ$o-F( >0）である。

仮にdLx<Oとすると、（9）式は、 X財産業への

土地利用制限が企業の個別生産量の減少、企業

数の減少、賃金地代比率の低下のいず、れかを生

じさせることを示している。

完全競争産業に関する土地市場の均衡条件に

ついても（5）式から、

-AYL? -AYL国内y＝キ
を導くことができる。ただし、 AYL三Ly/L（三

Ygr/L）であり、経済全体の土地総量にY財産

業用の土地の占めるシェアを表す。また、

σY( >O）はY財の生産における労働と土地の代

替の弾力性である。 dLx<Oとすると、 Y財産

業の利用できる土地の増加は、 Y財生産量の増

加もしくはY財産業が直面する要素価格比率的

の上昇のいず、れかを生じさせることが明らかで

ある。

労働市場についても、各産業で用いられる労

働のシェアを不完全競争産業での限界費用部分、

固定費用部分の区別を明確にしながら、 A~N=

Nx/N( =nCw/N), tl~N 三nxcw/N, AkN三 nfw/N,

AYN三Ny/N(=Ygw/N）と定義しよう。このと

き、労働市場の均衡条件（3）から、

6 住宅土地経済 1993年冬季号

A~N文＋ A~Nfi OxNWx +AYN Y -tlYNBCO"Y Wy=Q 
(11) 

が成立する。ただし、 OxN三A~N8f1 ()"M + AkN etσF 
である。 Bl＋耐＝1が定義により成り立つこと

に注意しながら、（10）と（11)から？を消去すると、

AyLA~N文＋ AYLA~Nfi-AYLOXNWX 

hTU 
N
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且

、八L
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、パ (12) 

が得られる。 X財産業の土地利用を制限したと

き、労働市場の均衡を通じて寡占企業の個別生

産量の減少、企業数の減少、あるいは各産業が

直面する要素価格比率の上昇のいずれかが生じ

る。

土地利用規制の経済効果

(1）参入規制が可能な場合

不完全競争産業への企業の参入規制と土地利

用規制を同時に実施できる場合、政策導入の効

果をみるためには上の（7）、（9）、（12）によって構成

される方程式群を連立して解けばよい。行列の

形でこれらを再掲すると、次のように書き表す

ことができる 4）。
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ここで、不完全競争産業内の企業数が一定で

あるときの一般均衡が局所的に安定であるため

の十分条件として、 IHl<Oを仮定するヘ (13）か

ら支を解くと、次のようになる。

dLx IHI・文＝Afi BL  ）
 

an
－－
 l
 
（
 

ただし、 A三tlYLtlYNo-y(μoXL + ,i~L ei.M ) + 

AYLBC(tlQL OxN + tlQN OXL）、 B三（tlYLOXN+ AYNOxL）ぽ

+ AyNAYLO"y 8f1で、ある。このとき各ノfラメータの

定義より、 A,B>Oであるから、以下の命題が

成り立つ。

（命題 1）政府が不完全競争産業への企業の参

入規制と土地利用規制を同時に実行できる場

合、①不完全競争産業の土地利用量を減らす



ことなく企業の参入を制限するならば、ある

いは②企業数を増やすことなく不完全競争産

業の土地利用量を増加させるならば、経済厚

生は改善する。

この命題から、政府が不完全競争産業の企業

数を直接規制できるケースにおいては、市場均

衡のもとで決まってくる産業聞の土地配分は、

不完全競争産業に対して（限界的な意味で）過

小になっていることがわかる。いいかえれば、

寡占的な企業の立地する商業地を拡大すること

によって規模の経済性をより活用しようとする

場合、新たな企業の参入をなるべく促進しない

ように参入規制を行うことが、資源配分の効率

性を改善するための十分条件であるといえる。

(2）参入規制が不可能な場合

政府が不完全競争産業への企業の参入を規制

できない場合、不完全競争産業の土地利用量の

拡大は新たな企業の参入を誘発して、当該産業

での「過当競争」をいっそう強める要因になり

かねない。その意味では、参入規制が不可能な

場合、逆に、商業地を縮小し住宅地を拡大する

ことを資源配分の効率性の観点から正当化でき

る可能性がある。

政府が不完全競争産業の企業数を直接規制で

きない場合、土地利用規制導入の効果は上の（7）、

(8）、（9）、（12）によって構成される方程式群を連立

して解くことで得られるべ

J • rilr；ト (15) 

企業数が可変的な場合の一般均衡が局所的に

安定であるための十分条件として、この行列の

行列式の値が正値であること、すなわち、 IJI>
Oを仮定する九（15）式から交を解いた結果は以下

のようになる。

IJI・文＝［（l／，ε一μ）B＋（停－et)D

dlー+ ec (tlvul~N -AYNA~L）（町－ et）］τ三（16)

ただし、 D=μ,¥yNAYLO"y > 0である。これより、

参入規制が実施できない場合に、土地利用規制

の導入が不完全競争産業の企業の個別生産量に

与える影響は、（14）式右辺に現れた 3つの効果に

分類できることになる。

①限界費用効果：（16）式右辺第 1項は、土地の

利用規制の導入による地代の変化が、両産業の

相対的な限界費用（c(w,rx) / g( w,rv））の変化を通

じて不完全競争産業の企業の均衡生産量に影響

を与える効果を表している。不完全競争産業の

土地利用量を拡大した場合、それは寡占企業の

直面する要素価格比率（wx）を低下させる一方、

完全競争企業の要素価格比率（wv）を上昇させる

効果をもっ。これによって寡占企業の相対的な

限界費用は低下するから、寡占企業の生産量は

拡大することになる。

しかし、相対的な限界費用の低下は、同時に

不完全競争産業への企業の新規参入をも容易に

する。企業数の増加は戦略的代替の仮定より、

個別企業の均衡生産量を縮小させる効果をもっ。

(16）式の第 1項はこの両方の効果を相殺した結果

得られるものであり、 1/c＞μであるから、限

界費用効果は一般に個別企業の均衡生産量を拡

大する。

②平均費用効果： (16）式右辺第2項は、土地利

用規制が寡占企業の限界費用と平均費用の相対

的な大きさに影響を与えることを通じて、個別

企業の生産量を変化させる効果である。いま、

個々の寡占企業が利用する土地と労働の比率を、

限界費用部分と平均費用部分に分けて、

lM三玉L
Cw 

jAー Crx+fr
-Cwx+fw 

と書くことにしよう。即＞（resp.＝，＜）吋はlM

>(resp.=,< )IAと同値であるB）。したがって、

平均費用効果は不完全競争産業の個別生産量に

対して、限界費用が平均費用に比べて土地集約

的であればプラスに、逆に平均費用のほうが限

界費用よりも土地集約的であればマイナスに作

土地利用規制と不完全競争 7 



用する。この直観的な意味は、例えば限界費用

の構成が平均費用のそれよりも土地集約的であ

れば、寡占企業の直面する要素価格比率（wx)

の上昇は平均費用に比べて限界費用をより低下

させる結果、不完全競争産業における企業数を

減少させる効果をもつからである。

③リプチンスキー効果：（16）式右辺第3項は国

際貿易理論でよく知られたリプチンスキー効果

(Rybczynski effect）であり、要素価格比率を

一定として不完全競争産業で相対的に土地をよ

り多く利用できるようになった場合、生産要素

の需給均衡を通じて寡占企業の均衡生産量がど

のように影響されるかを明らかにしている。い

ま、完全競争産業の土地労働比率を jYとしよ

う。 ，＼YV¥~N >(resp.=,< ),¥YNA ~L と F>(resp.=

<Wは同値であるからへしたがって、不完全

競争産業の土地利用量が増えたときにリプチン

スキー効果が寡占企業の均衡生産量を増加させ

るための条件は、 jYとjMがともに jAよりも大

きいか、もしくはともに小さい場合となる。

リプチンスキー効果については次のような直

観的説明を与えることができる。経済全体の土

地および労働が完全雇用される場合、全体の労

働土地比率N/Lは各産業の平均労働土地比率

1N,1Wの加重平均として

Lx 1 Lx 1 N －・τ＋（1 ) ＝一L I L 下 L

と表すことができる。したがって、 F>IAのと

き、 Lxの増加によって jAは上昇しなければな

らない。また、 jY<]Aのときは逆である。一方、

不完全競争産業の平均的な土地労働比率 jAは

]M>]Aならば生産量xの増加とともに上昇する

し、逆であれば低下する。結局、要素価格比率

が一定のもとで Lxの増加が寡占企業の生産量

xを増やすのは min(IY,]M) >]Aあるいは

max(IM, ]Y) <]Aのケースである。これら以外の

場合、リプチンスキー効果を通じて Lxの増加

は寡占企業の均衡生産量にマイナスの効果を与

える。

これら 3つの効果の方向と大きさが明らかに

8 住宅土地経済 1993年冬季号

なれば、（16）式と先に求めた経済厚生改善の十分

条件によって望ましい土地利用規制のあり方を

導くことができる。

（命題 2）政府が不完全競争産業内の企業数を

直接規制できない場合、］M>]Aかつ F>]Aで

あれば、不完全競争産業への土地利用制限は

経済厚生を悪化させる。

ここでもう一度、限界費用効果の大きさを検

討しよう。前述のように、この効果は要素価格

比率の上昇による限界費用の相対的な変化が寡

占企業の個別生産量に与える影響をとらえたも

のであるが、それは同時に企業の参入にも影響

を与えるため、寡占企業の個別生産量を増加さ

せる効果はあまり大きくないかもしれない。事

実、限界費用効果の大きさは l／，ε一μの大きさ

に依存しており、 εおよび μの定義から明らか

なように、不完全競争産業内の企業数が多けれ

ば多いほど l／，εμ の値はゼ、ロに近づく。

また、限界費用効果の第2項Bは企業の生産

技術を規定する変数、すなわち、代替の弾力性

σM，σF' IJYおよび各生産要素の投入量の相対的

な大きさ（，＼~L，吋など）に依存しており、例えば、

寡占企業が限界費用部分では土地を利用するこ

とがなく、固定費用部分が土地だけから構成さ

れているケース（即＝時＝O）や、土地と労働の

代替の弾力性がすべての産業においてゼロのケ

ース（σM＝σF＝σy=O）では、 B=Oとなって限

界費用効果は作用しない1ヘ
(16）式から、一般に、限界費用効果が無視でき

るほど小さい場合、平均費用効果とリプチンス

キー効果によって不完全競争産業への土地利用

制限が経済厚生を改善するための十分条件は、

F>IA>]Mである。完全競争産業を住宅サービ

ス産業、不完全競争産業を商業と見なすならば、

土地集約度に関するこの条件は、ある程度現実

に即した条｛牛になっているとみてよいであろう。

したがって、限界費用効果が小さいとすれば、

不完全競争産業による土地利用の制限（商業地

の抑制）は、効率的な資源配分を目的とする次

善の土地政策として正当化できることになる。



（命題3）政府が不完全競争産業内の企業数を

直接規制できず、かっ限界費用効果が無視で

きるほど小さい場合、］Y>]M>]Mであれば、

不完全競争産業への土地利用制限は経済厚生

を改善する。

おわりに

本稿では簡単な 2財 2要素一般均衡モデルを

用いて、不完全競争下の土地利用規制が経済厚

生に与える影響について、不完全競争産業への

参入規制が可能な場合とそうでない場合に分け

て分析した。モデルの簡単化のためいくつかの

技術的な仮定を設けている点は、結果の解釈に

とって重要である。

第 1に、本稿のモデルで、は土地と労働だけが

生産要素として扱われている。しかしながら、

土地利用規制の導入は不完全競争産業において

土地と建物などの資本の聞の代替をもたらすこ

とが考えられる。この場合、平均費用効果とリ

プチンスキー効果について多数要素聞の相対的

な集約度が問題になる。

第2に、本稿のモデ、ルをある地域経済のモデ

ノレとみた場合、ここでの分析は地域経済を他の

地域から独立したものとして扱っており、特に

地域間の人口移動を捨象していることになる。

商業地と住宅地の用地規制はそれぞれの地代の

変化を通じて、長期的には地域の人口、地域の

市場需要の大きさに影響するから、人口の変化

が規模の経済に与える効果を考える必要がある。

第3に、本稿の分析は、不完全競争に基づく

企業の過剰参入が商業地の有効利用を妨げてい

るという視点に立っている。しかし、地域の商

業地の開発が進まない理由として、それ以外に

も固定資産税や借地借家法などの制度的要因を

考えることができる。これらの制度的な要素を

前提としたときの産業間での土地利用のあり方

については今後の研究課題としたい。

注

1) 過剰参入定理の一般均衡分析への拡張については

Konishi, Okuno Fujiwara and Suzumura (1990) 

を参照。

2) 本稿では下っき文字のついた関数記号はその変数

による当該関数の偏微係数を表すものとする。

3) この式の導出に関する詳細は省略するが、間接効

用関数の定義、要素市場の均衡条件（3）、（4）、（5）、お

よびニュメレールの定義を全微分して諸変数を整理

することで得られる。

4）「 1／.ε et' BC l 
H=I －，.＼~L OxL 0 I 

LtlnA~N -tlYLOXN AYLAYNCIY J 

5) 局所的安定性の十分条件についてはKonishi(1992) 

を参照。

6）「一l／，ε 一μ 即 BC l 

J三 I<n i>1＜阿 山付 ーぽ｜
I A~L A~L 0乱。｜

L AYLA~ AYLAふーんLDxN AvLAY~σY」

7) Konishi (1992）を参照せよ。

8) 費用関数の一次向次性より、

町ードキらこ(JM 刊

が成立する。

9) 各産業の要素投入量の要素賦存量に対するシェア

の定義を用いると、

AYLA~N λYNA~L ＝旦主&hov JA) 
LN 

が成り立つ。

10) 代替の弾力性がゼロのケースでは、平均費用効果

も作用しない。
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東京圏における
通勤時間の経済分析

大河原透・鈴木勉

［要旨］ 東京圏における住宅問題は、単にアフ

ォータゃフゃルな住宅の供給ではなく、通勤時間が

適正な範囲に収まる住宅の供給問題である。こ

れを議論するためには、都市経済の空間的構造

にまで踏み込んだ調査・分析が必要になる。職

場と住宅の空間分布、あるいはそれがもたらす

通勤流動ノfターンなどを詳細に調査することが、

都市の住宅問題に関する分析の出発点になる。

ここでは、東京圏の211の市区町村を対象に、

その相互間の通勤時間・通勤流動を1985年の国

勢調査などの統計から調査し、東京大都市圏の

通勤時聞が都心からの業務分散施策によりどの

程度削減できるかを実証的に評価する。ここで

の計測結果によれば、業務分散は長期的には通

勤時間の削減に寄与するが、これを実現させる

ためには、住宅取引の円滑化を妨げている諸規

制や慣行を見直すなど、住宅市場の歪みの是正

が不可欠である。

また、都市経済学の分野で、都市圏におげる

職住の空間的配置の最適化により通勤時間ある

いは通勤距離がどれだけ削減できるかを扱った

「ウェイストフル・コミューティング」論争に

参加し、東京圏でのウェイストフル・コミュー

ティングの割合は、平均通勤時間50分に対し、

15%であることを提示した。

はじめに

長時間混雑通勤は典型的な都市問題として解

決が求められて久しいが、通勤時間はむしろ増

IO 住宅土地経済 1993年冬季号

大する傾向にある。混雑を発生させている供給

のボトルネックを取り除くか、需要を減少させ

るかが単純な解決策となる。

供給側の抜本的な対応策としては、新線建設

や複々線化など輸送力の増強を行い、混雑を緩

和することが考えられる。一方、需要側の対応

策としては、車両登録番号の割当により需要を

直接管理し、交通量を削減することが、メキシ

コ市などの自動車交通ですでに実施されている。

また、都市そのものの大きさを直接規制するこ

とで交通量を削減することも提案されている。

需要・供給を変化させずに混雑通勤を解消さ

せることも可能で、ある。混雑は時間に依存し発

生する現象であるから、ピーク時の需要をオフ

ピーク時に移し、需要を時間的に平準化するこ

とで混雑を解消できる。このためには、時差通

勤の呼びかけばかりでなく、ピークロードプラ

イシングの導入が必要であろう。

通勤混雑解消のために、都市計画的手法も寄

与するであろう。職場や住宅の空間配置を適切

に組み合わせ、職住近接型の都市構造を実現で

きれば交通量は減少する。職場や住宅の空間配

置を誘導する施策は、例えば多摩や千葉のニュ

ータウン開発や筑波研究学園都市の建設などに

みられるように、これまで都市計画の代表的な

手法であった。また、都市圏全体としての就業

や居住の都市空間構造を不変に保ったままでも、

職場や住宅の交換が可能であるならば、都市全

体の総通勤時間を削減できる。

都市の経済活動の分析や都市計画の評価を行



おおかわら・とおる

1953年神奈川県生まれ。 1982年

筑波大学大学院社会工学研究科

博士課程修了。現在、（財）電力

中央研究所経営調査室主任研究

員。

論文：“Urban Residential Land 

Rent Function An Alternative 

MuttトMills Model，＇’ Journal of 

Urban Economics ほか

うためには、都市構造の空間的な分析が必要で

ある。これまで、都市圏の空間構造の実証分析

は、主として都市計画学の分野の研究者により

行われてきた。例えば、牛田（1988）は業務開

発や交通基盤整備の評価をシミュレーション分

析により試みている。だが、評価の対象は集積

の変化が中心で、通勤時間への影響はなされて

いなしコ。南部・大江 (1990）は業務分散による

通勤時間短縮の評価を試みているが、分散の対

象となる就業者のみ常住地に最も近いところか

ら配分しているなど、部分的な影響評価にとど

まっている。

このように、都市工学からは都心からの業務

分散化政策に対する評価を行った例はいくつか

あるが、都市経済学からは都市構造と通勤時間

に関する Hatta and Ohkawara (forth-

coming）の研究を除けば、日本では実証研究

の蓄積はほとんどない。また、政策当局も例え

ば業務分散政策が、都市の空間構造と密接に関

連する通勤時間の削減にどの程度寄与するかを

試算していない。

本研究の目的は、東京都心からおよそ60km

以内の211市区町村（東京大都市圏、 Tokyo

Metropolitan Area:TMA）を対象に、通勤流

動と通勤時間の実態を明らかにし、 TMAにお

ける総通勤時間の削減に対して、職や住の再配

置という都市計画的手法の有効性を検討するこ

とにある。

この検討に先立ち、都市構造を変えずとも職

住の入れ替えにより総通勤時間をどれだけ削減

する余地があるかを明らかにする。これを、職

場と住宅の空間分布を現状に固定し、通勤時間

すずき・っとむ

1964年千葉県生まれ。 1989年東

京大学大学院工学系研究科都市

工学専攻修士課程修了。現在、

（財）電力中央研究所経済研究所

担当研究員。

論文：“SequentialLocation-allo-

cat旧nof Public Facilities in One-

and Two-dimensional Space，＇’ 

Mathematical Programming 8. ほか

の総和を最小化する職住の割当を求める線形計

画問題（最適職住割当問題： Optimal Com-

muting Assignment Problem）として定式化

する。これは主として米国の都市を対象に都市

経済学者が「無駄な通勤（WastefulCommut-

ing : WC）」論争として議論I)してきたもので

あり、都市住民が住宅または職場のどちらか一

方を他方のより近くに変えることで減少する通

勤時間をTMAで計測し、 we論争に新たな実

証研究の成果を提示することもあわせてねらう。

さらに、職住条件、とりわけ就業分布の変更

が通勤時間に及ぼす影響を分析することにより、

業務分散政策などの有効性の評価を試みる。な

お、この評価には「一般均衡」アプローチと

「部分均衡」アプローチの 2つを併用する。「一

般均衡」アプローチは、職場の移転が都市の通

勤構造を玉突き的に変化させていくとの考えに

立つもので、形式的には最適職住割当問題のも

とで定式化できる。これに対し、「部分均衡」

アプローチでは、職場の移転が当事者のみに影

響し、これを調整期間の長短により成立する長

期均衡・短期均衡で評価する。

東京大都市圏の通勤の実態

(1）東京大都市圏の設定

はじめに、本研究で取り上げるTMAの範囲

を明確にしよう。本分析では都市を閉鎖系と考

え、都市外からの通勤や都市外への通勤はない

としている。このため、域内で通勤が閉じる圏

域を対象に選定し、職場と住宅の自己閉鎖性が

98%となる自治体でTMAを構成する自治体を

定義した。それは、東京、千葉、埼玉、神奈川、

東京圏における通勤時間の経済分析 11 
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茨城の 1都 4県の211市区町村であり、都心

（東京駅）から半径60kmの円内に属する233市

区町村から、大都市交通センサスにおいて通勤

者数が少なく通勤時間データが十分得られない

22市町村を除外したものである。

なお、政令指定都市の区も lつの自治体とし

て数え、分析対象とした1985年時点の市区町村

区分に従う。異時点聞で都市圏の比較を行うと

きには、市町村合併や分区などにより、物理的

に同ーの都市圏をとっても構成する自治体数は

一般的に異なる。

(2）通勤流動・所要時間データと通勤実態

市区町村聞の通勤流動は、昭和60年国勢調査

の「通勤通学編」に基づく。 TMA内相互の通

勤者数は1,397万6,571人で、これが本研究のT

MAの通勤者総数となる。これはTMAの従業

地ベース総就業者数の97.7%、常住地ベース総

就業者数の98.9%を占める。各市区町村の内部

の通勤者数は全体の46.5%で、残りが市区町村

聞の通勤となるが、都心方向への通勤が圧倒的

に多い。

市区町村聞の所要通勤時間は、昭和60年大都

市交通センサスからデータをとった。ただ、し、

センサスで明らかにされている通勤時間は、鉄

道を利用する通勤者10人以上の存在する OD 

（出発地・到着地）に関するものである。これ

は1万1,671ペアを数え、 TMA全通勤者の 9割

以上を網羅するが、 TM Aの全ODペア4万

4' 521 (211×211）の26.2%にすぎない。すべ

ての市区町村聞の時間距離を推計するために、

自治体の役場所在地の最寄り鉄道駅（鉄道がな

い場合はパス停留所）を選定し、市販ソフトウ

エア『駅すぱあと』から得た駅間の時間距離を

大都市交通センサスの通勤時間に回帰させる作

業を行った。この回帰分析では単純最小自乗法

でなく、 ODごとに誤差分布が異なるとの仮定

を導入しており、この回帰式から白地域内時間

距離をも求めることができる 2）。

両者のデータを用いて、現在の平均通勤時間

12 住宅土地経済 1993年冬季号

図l WCと職住割当の変更

一lん一一一
W2 r2 
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W1 W2 ,, 

住宅地 業務地 住宅地

を計算すると、約50分となる。通勤時間帯ごと

の通勤者数の分布をみると、 30分未満はわずか

13%に過ぎず、 1時間以上は27%も存在する。

最適職住割当問題

(1）無駄な通勤

業務地と住宅地との空間的な分離がweを発

生させている基本的な要因である。 WCの典型

的な例を図 Iに示す。

業務地問、 W2と住宅地r，、 f2が直線上に図

のように位置しており、 2人の就業者がそれぞ

れれ→W2、f2→w，の通勤を行っているとする

と、 W1W2聞ではcrosscommutingが生じてい

る。この場合、職場あるいは住宅を交換しれ→

w" r2→W2という割当に入れ換えることで、

全体の通勤距離を減らすことができる。この減

少分がWCとなる。

このcrosscommutingは、実際の都市におい

ても頻繁に生じている。 TMAを例にとれば、

千葉から横浜に通勤する人と、横浜から千葉に

通勤する人の勤務地あるいは住宅地が交換でき

れば、お互いの通勤時間を減らすことができる。

職と住がすべての場所に等量存在すれば、理

論的には通勤をなくすこともできるが、業務地

は集積の経済性を理由に都心に集中し、必ずし

もすべての通勤者が住宅の近くの業務地に勤務

したり、あるいは業務地の近くに居住すること

はできない。こうした職と住の分離により、通

勤が発生する。したがって、業務地や住宅地の

空間分布を現状に固定すれば、割当の変更によ

り減少できる通勤時間・通勤距離には限界があ

る。この限界を計測し、現状と比較することを、

本論ではweの計測問題と位置づけ、それを通



都市構造の変化が通勤時間に及ぼす影響の計測

に1つの基準値を与えるものとなる。

(3）東京大都市圏における最適職住割当

次に、 TMAにおいて最適職住割当問題を解

いた結果を示す。

表 1は、都心から半径lOkmごとに 6つのリ

ング（都心部がリング 1）に分け、リング聞の

通勤者数と平均通勤時間を、現状と対比させた

ものである。都心から郊外へ向けての通勤はほ

とんどなくなり、またリング6→リング l等の

遠距離通勤者の数は著しく減少する。平均通勤

時間は約42分へと約7分（15%）減少させるこ

とができる。常住地ベースでは最も外側のリン

グの通勤時聞が大きく減少する。

通勤時間による累積通勤者比率をみると、 30

分未満の通勤者の割合はおよそ20%に増加し、

また 1時間以上の長時間通勤者は16%まで減少

させることができる（図 2）。

図3は、市区町村別の平均通勤時聞を、現状

と最適割当時とで常住地ベースで比較したもの

である。現状では、郊外へ行くほど通勤時間が

増加する傾向が明確に読み取れるが、最適割当

のもとでは、現状と比較して増加するゾーンが

あるものの、総じて減少する。郊外での通勤時

間の減少は、多くの就業者が自ゾーン内あるい

は近隣のゾーンに割り当てられるためである。

この割当変更で、職場あるいは住宅を変更す

る必要のある就業者の割合は、全体の約54%で

ある。平均時聞を 7分減少させるためには、職

場・住宅の大量の入れ替えが必要である。

勤時間で測る。

業務地の分散により、勤務地が居住地に近く

なる人もいれば、遠くなる人もおり、 cross

commutingは増加、減少の両方の可能性があ

る。腰塚 (1991) は、業務地一様分布の仮定の

もとで、すべての就業者がそれぞれの住宅から

近い業務地に通勤する場合には業務地の分散は

通勤距離を減少させるが、遠くの業務地にも一

様に通勤する場合には通勤距離は増加すること

を指摘している。この結論は当然のものであり、

職と住の割当に依存して通勤時間は増減する。

ただし、業務地の一様分布の仮定は非現実的で、

あり、都市政策を論じるためには業務が集中し

た実際の都市を取り上げ、業務地の分散が通勤

にどう影響するかを明らかにする必要がある。

(2）最適職住割当問題の定式化

TMAにおける業務の分散化政策が通勤時間

に及ぽす影響を評価するためのベースラインと

なるのが、現状の都市構造下における通勤時間

とその都市構造のもとでの最適通勤時間である。

ここではweを最小化させることを最適化と呼

び、職と住の最適割当を求める問題を考えよう。

都市は n個のゾーンから構成され、ゾーン i

から jへの所要時問、通勤者数をそれぞれ tu,

ru とする。各ゾーンの就業・居住の構造は固

定され、 r1・， r・j は定数である。このとき職場あ

るいは住宅を入れ替え、総通勤時間Tを最小に

する問題は、線形計画の輸送問題として定式化

される。

(4）集計バイアス

Hamilton (1982）は、米国のいくつかの都

市の就業地と居住地の空間分布関数の計測をも

とに、 WCが87%も存在すると報告した。これ

に対して、 White(1988）は最適職住割当問題

に基づきWCを計測し、 WCは平均で11%に過

ぎないと報告した。 WC論争の始まりである。

Hamilton (1989）は、 Whiteの定式化では、

n n 

minimize T = I:I:turu 
{ru} 1＝日
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最小化された通勤時間と、現状の通勤時間の差

がWCとなる。現状の業務地・居住地分布のも

とで、 WCの計測は、業務地の分布の変更など

ru~O 

13 東京圏における通勤時間の経済分析



表lー距離帯別通勤流動と平均通勤時間

（人）通勤者数
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現状リング 1
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6 

計

平均通勤時間

32.06 

42.10 

49.23 

45.47 

45.06 
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34.42 
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71.36 

82.36 

93.85 

41.64 

32.06 

52.89 

72.90 

80.37 

94.53 

118.28 

50.91 

1

2

3

4

5

6
計

最適

要がある。本研究では、 Whiteの十数ほどとい

うきわめて粗い地区分割に対し、都市圏を211

に分割したが、それでもW Cの割合はWhiteの

結果と同等であった。

集計によりWCがどのように変化するかを確

認するために、表2のように集計単位を大きく

とることで、集計バイアスの影響を検討した。

地域分割数211で42.46分、 16で44.04分で、集

計単位を大きくとるほど通勤時間は増大するが、

WC比率では大差はない。逆に、市町村をさら

に細かくゾーン分けをしても、通勤に必要な固

定時間が存在するため、平均通勤時間は40分く

らいまでしか減少できないであろう。したがっ

TMAにおけるweの割合は20%までには

140 

同一地区内の通勤はすでに最適であり、域内通

勤の削減可能性が存在すると指摘した。このバ

イアスを取り除くためには、集計単位を細分化

し、同一地区内域内通勤の割合を減少させる必

一一現状

最適割当
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20 
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図3 常住地による平均通勤時間の変化

N 
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表2ー集計単位数とWC

地域分割数

16 

30 

68 

211 

平均通勤時間（分）

44.04 

43.15 

43.09 

42.46 

ならないと考えられる。

都市構造転換の効果分析

(1）業務分散シナリオ

Eコ60%未満
060%-80% 
堅調印% 100% 
匡菖100%ー 120%
区3J120%一140%・・i叩%以上

WC比率

0.117 

0.124 

0.135 

0.148 

業務地の分散や都心居住の促進は、東京都や

国土庁などから提案されてはいるものの、その

効果を数値に基づき定量的に評価してはいない。

以下では、一般均衡による最適割当問題と部分

的割当問題から、都心就業人口の分散が通勤時

間に及ぼす効果を検討し、都市構造の転換策を

定量的に評価する。ここで検討したシナリオは

以下の 2つである。

A 都庁移転：千代田区からその従業者の10%

（約8万2,000人）を新宿区に移動。

B 業務核都市分散：都心 3区（千代田、中央、

港）からその従業者の10%（約21万5,000人）

を均等に郊外の大富市、千葉市、八王子市に

移動。

表3一都市構造転換と通勤時間（一般均衡）

ケース 平均通勤 移動する就

（最適割当での評価） 時間（分） WC比率 業者の割合

現状分布 42.46 0.148 0.537 

都庁移転 42.44 0.148 0.533 

業務核都市分散 41. 72 0.163 0.532 

(2）一般均衡アプローチ

職住割当問題の、 r1・， r.；をそれぞれA、Bの

ように変更し、最適割当を求めてみた（表 3）。

当然予期されるように、業務核都市への分散

は、都庁移転より通勤時間削減効果は大きい。

より多くの通勤パターンの変化が生じており、

これが通勤時間の削減に寄与している。だが、

都心就業人口の 1割程度の分散では都市圏全体

での通勤時間の大きな削減効果はない。

(3）部分均衡アプローチ

次に、就業地の移転が当事者のみに影響を与

えるものとし、居住地の選択について 2つの異

なる仮定のもとで、シナリオA、Bで通勤時聞

がどのように変化するかを検討する。

就業地が変化しでも居住地を変えることはで

きないとしよう。これは、持ち家の居住者にと

っては家を売却するのも賃貸するのも容易で、な

く、また貸家居住の者でも、住み替えには多大

な費用がかかることを反映させた仮定である。

この仮定を短期の対応と呼ぶ。

これに対し、就業地の移転に伴い移転先で成

立している就業者の居住地分布と同ーの居住ノf

ターンに従い居住することを長期の対応と呼ぶ。

表4は、動かした人数当たりの通勤時間を示

したものである。これをみると、短期の対応で

は、当然の帰結として、 crosscommutingが

増大する。都心からの事務所移転は都心を通過

する通勤者を増大させ、都市内の総通勤時間も

増大させる。長期の対応で実現する通勤時間の

削減のためには、円滑な住み換えを阻んで、いる

住宅市場の歪みを取り除く必要がある。住宅を

より容易に貸せるような方向への条件整備、住

東京圏における通勤時間の経済分析 15 



表4 都市構造転換と通勤時間（部分均衡）

ケ ース
通勤時間の変化（分）

短期 長期

都庁移転 3.26 5.71 
業務核都市分散 +35.56 17 .12 

宅の売却購入時に発生する取引費用の低減など

を行わなくては、業務機能を都心から追い出し

たとしても、通勤時間の削減は実現しないであ

ろう。

おわりに

現状の職住分布のもとで、職住割当の変更に

よって削減できる通勤時間は最大で7分程度で

あり、東京では無駄な通勤の割合は必ずしも大

きくない。また、業務地の分散が生じ、その影

響がすべての就業者に及ぶとの仮定のもとで、

通勤削減効果を計測した。これによれば、業務

機能を都心から移転しでも通勤時間はわずかし

か削減できない。さらに、業務機能の移転が当

事者のみに及ぶとのより現実的な仮定をおき、

都心からの業務移転の効果を分析した。千代田

区から新宿区へ 8万2,000人の就業者を移すと

すれば、長期的には平均6分の通勤時間が削減

できるが、短期的に住み替えができない状況の

もとでは、通勤時間は逆に 3分増加する。これ

により、住み替えを容易に行えるような住宅市

場での条件整備が行われない限り、都市計画的

手法により通勤時間を減少させるには限界があ

るとの政策的インプリケーションを得た。

7主

1) Cropper and Gordon (1991), Hamilton (1982, 

1989), Small and Song (1992), Suh (1990), White 

(1988）を参照。

2) Judge et al. (1985), pp. 530 533の手法を用いた。

詳しくは、 Merriman,Ohkawara and Suzuki (1992) 

を参照。
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キャビ欠ル・ダインと
家計消費・貯蓄

チャールズ・ユウジ・ホリオカ

［要旨］本稿は、戦後日本（1955～90年の期

間）における家計資産に対する純キャピタル・

ゲイン（インフレの影響を取り除いた後のキャ

ピタル・ゲイン）を正確に推定し、その経済効

果一一特に家計消費および家計貯蓄に与える影

響ーーを吟味している。分析結果によれば、家

計資産に対する純キャピタル・ゲインは莫大な

ものであるが、変動も激しい。家計貯蓄率に純

キャピタル・ゲインを反映させることによって

家計貯蓄率はほとんどの年において高くなるが、

同時に変動も激しくなる。

計量分析の結果によれば、純キャピタル・ゲ

インは長期的には家計消費、家計貯蓄に大きく

影響する。純キャピタル・ゲインからの限界消

費性向はそれ以外の所得からの限界消費性向と

ほぼ同じであり、日本の家計は長期的には純キ

ャピタル・ゲインをそれ以外の所得と同じよう

に見なしているようである。しかも、純キャピ

タル・ゲインからの限界消費性向はほぼ1であ

り、日本の家計は長期的には純キャピタル・ゲ

インを恒常所得と見なし、そのほとんどを消費

に回しているようである。換言すれば、長期的

には純キャピタル・ゲインと家計貯蓄との聞に

は、ほぽ1対 1の代替関係が存在する。

はじめに

各国において土地、土地以外の資産に対する

キャピタル・ゲイン（売買差益）は莫大なもの

であるが、日本では特に大きし〉。例えば、パブ

ル経済の真最中の1987年には、家計の保有する

土地に対するキャピタル・ゲインは、インフレ

の影響を取り除いた後でもその年の家計可処分

所得の114.0%にも上り、家計資産全体に対す

るキャピタル・ゲインは同125.0%にも上った。

一方、莫大なキャピタル・ロス（売買差損）

が発生することもある。例えば、第 1次石油危

機の真最中の1974年には、家計の保有する土地、

土地以外の家計資産に対するキャピタル・ロス

は、インフレの影響を取り除いた後はそれぞれ

その年の家計可処分所得の52.1%、35.5%にも

上り、家計資産全体に対するキャピタル・ロス

はその年の家計可処分所得の87.6%にも上った。

しかも、 1990年には土地に対してはキャピタ

ル・ゲインが発生したものの、土地以外の家計

資産に対してはキャピタル・ロスが発生し、そ

の規模はその年の家計可処分所得の38.2%と、

1974年の時よりもさらに大きかった（この大規

模なキャピタル・ロスはいうまでもなく、主に

株価の暴落によるものであった）。

本稿の目的は、戦後日本 (1955～90年の期

間）における家計資産に対するキャピタル・ゲ

インを正確に推定し、その経済効果 特に家

計消費および家計貯蓄に与える影響一ーを吟味

することにある。

高木(1984）、 Takagi(1988）、 Hayashi

(1986）などは日本におけるキャピタル・ゲイン

の推定を行っており、武藤（1989）、 Dekle

(1991）、経済企画庁(1992）、小川（1992）などは

キャピタル・ゲインの家計消費に与える影響に

キャピタ／レ・ゲインと家計消費・貯蓄 17 



ついて吟味しているが、本稿はいくつかの点に

おいてこれらの分析に改良を加えている。

キャピタル・ゲインの推定

本節では、広義の家計部門の正味資産（以下

家計資産と略す）に対するキャピタル・ゲイン

を推定する。広義の家計部門には家計、個人企

業および対家計民間非営利団体が含まれている。

本稿を通して、インフレの影響を取り除いた後

に残る純キャピタル・ゲインに焦点を当てる。

(1）推定方法

Eisner (1980）に従って、 t年における家計資

産に対する純キャピタル・ゲイン（KGt）を以

下のように算出した。

KGt=Wi－（走~）w1ー1－（寺中山
ただし、

W1: t年末における家計部門の正味資産

Pt.end : t年末における消費者物価の水準

Pi: t年における消費者物価の平均水準

St: t年における家計貯蓄（ t年の平均価格

で評価）

つまり、純キャピタル・ゲインは、家計資産

の実質変化から家計貯蓄を差し引くことによっ

て得られ、年末の価格で評価されている。

同様に、家計の保有する土地に対するキャピ

タル・ゲイン（KGL川ま以下のように算出した。

KGLt=WLt （走~）WLt-1

一（寺中L (2) 

ただし、

WL1: t年末における家計の保有する土地の

価値

SL1: t年における家計の土地の純購入（ t 

年の平均価格で評価）

また、土地以外の家計資産に対するキャピタ

ル・ゲイン（KGOt）は以下のように算出した。

KG01=KG1一KGL1 (3) 

18 住宅土地経済 1993年冬季号

最後に、キャピタル・ゲインの相対的規模を

把握するために、 t年における家計可処分所得

YDt,end ( t年末の価格で評価）に占める割合

を算出した。そして、 YDt,endは以下のように

算出した。

YD1叶半生）YDt (4) 

ただし、

YD1: t年における家計可処分所得（ t年の

平均価格で評価）

(2）データの出所

価格に関するデータ以外のデータは、経済企

画庁の「国民経済計算jの1985年基準改訂後の

暦年ベースの広義の家計部門に関するデータか

らとった。ただし、これらのデータに以下の 2

つの調整を加えた。

第 lに、国民経済計算では家計貯蓄および家

計可処分所得は、取得時価格ベースの減価償却

（固定資本減耗）に基づいており、資本移転が

含まれていないが、ここでは再調達価格ベース

の減価償却に基づき、資本移転を含んだ家計貯

蓄と家計可処分所得の概念を用いた。再調達価

格ベースの減価償却の推定に関しては、 Haya-

shi (1986）に従った。

第 2に、国民経済計算ではWの一部である

家計の保有する株式は、 1968年までは額面価格

（簿価）で評価されており、 1969年以降は時価

で評価されているが、ここではすべての年次に

ついて時価で評価されている値を用いた

(1954～68年の期間における時価ベースのデー

タに関しては、神戸大学の小JII一夫助教授のデ

ータを用いた）。

消費者物価の水準の尺度としては総務庁統計

局の消費者物価指数のデータを用いた。 P1,end

に関しては12月の平均指数を用い、 P，に関し

ては暦年の平均指数を用いた。 1955～70年の期

間に関しては（持ち家の帰属家賃を除く）総合

指数を用い、 1971～90年の期間に関しては（持

ち家の帰属家賃を含む）総合指数を用いた。



1955～63年の期間に関しては全都市の値を用い

1964～90年の期間に関しては全国の値を用いた。

(3）推定結果

家計資産に対する純キャピタル・ゲインの家

計可処分所得に占める割合は、表 1の（1）に示さ

れているが、このコラムからわかるように、家

計資産に対する純キャピタル・ゲインは

1955～90年の期間を通して重要であり、平均し

て家計可処分所得の26.1%にも上った。しかし、

同時に変動が激しく、 87.6～125.0%の聞で

推移した。 36年中30年において正であり、 6年

において負であった。

1956年米ボストン市生まれ。

1977年ノ、ーバード大学経済学部

卒業。 1985年同大学 Ph.D。京

都大学経済学部助教授、スタン

フォード大学経済学部客員助教

授などを経て、現在、大阪大学

社会経済研究所助教授。

論文：“TenureChoice and Haus-

ing Demand in Japan，” Journal of 

Urban Economics ほ力、

て土地以外の資産に対する純キャピタル・ゲイ

ンを上回った。したがって、土地に対する純キ

ャピタル・ゲインは家計資産に対する純キャピ

タル・ゲインの中では圧倒的なウェイトを占め

た。

表 1の（4）に家計貯蓄率

が示されているが、（1）と

(4）を比較すればわかるよ

うに、 36年中23年におい

て純キャピタル・ゲイン

が家計貯蓄を上回った。

しかも、純キャピタノレ・

ゲインは平均して家計貯

蓄の2.17倍にも上った。

表1－純キャピタル・ゲインと家計貯蓄 単位：%

純キャピタル・ゲイン

の内訳に関してみると、

表 1の（2）、（3）からわかる

ように、 1955～90年の期

間においては土地に対す

る純キャピタノレ・ゲイン

は平均して家計可処分所

得の27.4%にも上り、

52.1～114.0%の間で

推移した。それに対し、

土地以外の資産に対する

純キャピタル・ゲインは

平均して家計可処分所得

の－1.3%に過ぎず、

38.2～30.5%の聞で推

移した。しかも、土地に

対する純キャピタル・ゲ

インは36年中35年におい

家計可処分所得に占める割合

暦年次 （純産ゲ1) 保（2有） 13) (4) 調貯の（整家蓄5)後計牽（ 年） 対家計資 全体に 地家計の する土 土地以外の純家計資 調整家蓄前計率
する キャピ に対する純キャ産に対するキャの

タノレ・ イン ピタノレ・ゲイン ピタル・ゲイン ~r 

1955 35.7 26.l 9.6 8.1 32.3 
1956 28.6 21.4 7.2 10. 0 30.0 
1957 16. 7 19.6 2.9 8.0 21.1 
1958 30.4 25.0 5.4 8.6 29.9 
1959 35.7 23.8 11. 9 10.8 34.3 
1960 49.1 38.9 10. 2 9.8 39.5 
1961 12.6 19. 0 6.4 14.8 24.3 
1962 22 .8 26.3 3.6 12. 0 28.3 
1963 6.5 2.6 9.1 13. 0 7.0 
1964 12.7 21. 0 8.3 13.2 22.9 
1965 1.3 6.3 5.0 12.6 13.6 
1966 24.0 21. 9 2.1 12.1 29. l 
1967 24. 7 27. 0 2. 3 11.4 29.0 
1968 41.0 37.2 3.9 13.2 38.5 
1969 44 .6 41.l 3.5 14.0 40.5 
1970 21. 2 31. 9 10.8 16.3 30.9 
1971 38. 2 41.3 3.1 16.4 39. 5 
1972 116.4 85.9 30.5 16.7 61.5 
1973 11.3 28.l 16.8 18.3 26.6 
1974 87.6 52.l 35.5 20.5 -540.8 
1975 16.8 l. 7 15 .1 20.9 4.9 
1976 15.2 6.7 8.5 21. 2 7.1 
1977 0.1 7.4 7.5 19.6 19. 5 
1978 24.7 21. 7 3.0 18.8 34.9 
1979 34.9 32. 0 2.8 15.7 37 .5 
1980 16.4 29.l 12. 7 15.0 27 .0 
1981 20. 9 29.6 8.7 15.8 30.4 
1982 13. 2 16.8 3.6 14. l 24. l 
1983 7.7 7. 7 。l 13.5 19.7 
1984 5.7 7.1 -1 4 13.3 18. 0 
1985 17 .8 19. 2 -1.4 13.l 26. 2 
1986 89.0 77.1 11.8 13.8 54.4 
1987 125.0 114.0 11.1 12 .2 61.0 
1988 56.9 40.7 16 .1 11.9 43.9 
1989 93.8 67 .9 25.9 12.3 54. 7 
1990 7.8 30.4 38.2 11.9 4.5 

1955 90 26.1 27.4 1.3 14.0 14.0 
最小値 87.6 52.l 38.2 8.0 540.8 
最大値 125.0 114.0 30.5 21.2 61. 5 

注．広義の家計部門（家計、個人企業、対家計民間非営利団体）に関する数字である。

算出方法、データの出所などについては、本文参照。

(4）と（5）は再調達価格ベースの減価償却（固定資本減耗）に基っき、資本移転を含んだ純家計貯蓄
率を示す。（4）は家計可処分所得に占める家計貯蓄の割合を示し、（5）は（4）の分子にも分母にも家

計資産に対する純キャピタル・ゲインを加えることによって算出した。
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また、実質収益率によっても純キャピタル・

ゲインの重要度を計ることができる。実質収益

率は前年末の資産に対する純キャピタル・ゲイ

ンの割合として算出したが、表2からわかるよ

うに、 1955～90年の期間においては家計資産、

家計の保有する土地、土地以外の家計資産に対

する実質収益率はそれぞれ平均して6.2,12.4、

-0.8%であり、変動幅はそれぞれ－21.1～

31.4、－21.3～39.7、－20.8～19.7%であった。

これらの数字からも土地と土地以外の資産との

聞の対比が見受けられる。土地に対する収益率

はインフレの影響を取り除いた後でも 2ケタ台

に乗っていたのに対し、土地以外の資産に対す

る実質収益率はわずかながら負であった。
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次に、純キャピタル・ゲインを考慮した家計

貯蓄率を算出した。具体的には、家計資産に対

する純キャピタル・ゲインを家計貯蓄率の分子

（家計貯蓄）にも分母（家計可処分所得）にも

加えた。調整前と調整後の家計貯蓄率はそれぞ

れ表 1の（4）と（5）に示されているが、これらのコ

ラムを比較すればわかるように、 1955～90年の

期間においてはいず、れも平均値が14.0%であっ

た。つまり、純キャピタル・ゲインを考慮しで

も家計貯蓄率はまったく変化しない。この結果

は、純キャピタル・ゲインが平均して家計貯蓄

の2.17倍にも上ったという上述の結果と矛盾す

るかのようにみえるが、この矛盾は1974年にお

ける調整後の家計貯蓄率が異常（－540.8%)

であったことによる九この年を除けば調整後

の家計貯蓄率の平均値は14.0%から29.9%にま

で上昇し、後者は1974年を除く 1955～90年の期

間の調整前の家計貯蓄率の平均値（13.8%）の

ちょうど2.17倍になる。しかも、調整後の家計

貯蓄率は36年中30年において調整前の家計貯蓄

率を上回った。

しかし、同時に調整後の家計貯蓄率は調整前

のそれよりも変動がはるかに激しかった。前者

は－540.8～61.5%(1974年を除けば4.5～61.5

%）の聞で推移したのに対し、後者は

8.0～21.2%の間で推移した。

したがって、純キャピタル・ゲインを考慮し

た家計貯蓄率は調整前のそれよりもはるかに高

く、変動がはるかに激しい。純キャピタル・ゲ

イン 特に土地に対するそれーーの規模と変

動の激しさを考慮すれば、これは驚くべき結果

ではない。そして、 Hayashi(1986）と Dekle

and Summers (1991)が指摘しているとおり、

純キャピタル・ゲインが日本において他国より

もはるかに大きいため、純キャピタル・ゲイン

を貯蓄に加えることによって日本と他国との聞

の貯蓄率格差はさらに拡大する。

最後に、時間的趨勢についてみることにした

い。表 1からわかるように、調整前の家計貯蓄

率ははっきりした山型を形成しており、



1974～76年にピークを迎えた。それに対し、純

キャピタル・ゲインも純キャピタル・ゲインを

考慮した家計貯蓄率もはっきりした傾向は示し

ておらず、 1974～76年には特に低かった（前者

は負であった）。したがって、調整前と調整後

の家計貯蓄率との聞の相闘が負（－0.345）であ

ることは驚くべきことではない。純キャピタ

ル・ゲインと家計貯蓄との聞の関係については

次節でより詳しく吟味する。

キャピタル・ゲインの消費・貯蓄に与える影響

本節では、純キャピタル・ゲインの家計消費

および家計貯蓄に与える影響について吟味する。

(1）推定モデル

推定モデルは以下のとおりである2）。

RCt=a。＋a1RYDt + azRWt-1 + aaRKGt十e

(5) 

ただし、

RCt: t年における実質 1人当たり家計最

終消費支出

RYDt: t年における実質 1人当たり家計可

処分所得

RWt-1 : t-1年末における実質 1人当たり家

計正味資産

RKG1: t年における家計資産に対する実質

1人当たり純キャピタル・ゲイン

また、純キャピタル・ゲインを家計の保有す

る土地に対するもの（RKGL）と土地以外の家

計資産に対するもの（RKGO）に分解したケ

ースも試みた。

すべての変数を、 7月1日現在の人口で除す

ることによって 1人当たりの値に変換し、民間

最終消費支出のデフレーター（暦年平均）で除

することによって1985年の平均価格に変換した。

ただし、資産はまず Pt!Pト！，endで乗じること

によって t I年末の価格から t年の平均価格

に変換した。また、キャピタル・ゲインはまず

Pt/Pt.endで乗じることによって t年末の価格か

らt年の平均価格に変換した。すべての変数の

単位は千円（1985年の平均価格で評価）である。

(2）データの出所

人口に関するデータ以外のデータは、経済企

画庁の「国民経済計算」の1985年基準改訂後の

暦年ベースの広義の家計部門に関するデータか

らとった。ただし、前節で述べた 2つの調整を

ここでも行った。

人口に関するデータは総務庁統計局の「人口

推計資料」からとった。ただし、線型補間法に

よって10月1日現在のものから 7月1日現在の

ものに変換した。

(3）推定結果

モデ、ルの推定に先立つて各変数の時系列的性

質を調べたが、ほとんどの変数が I(1) (inte-

grated of order one）である（つまり、変数そ

のものは単位根を有するが、階差は単位根を有

せず、定常的である）ということがわかった

（検定結果については Horioka,1992参照）。

そして、ほとんどの変数が I(1）である以上

は共和分関係の検定を行う必要がある。したが

って、 Engleand Granger (1987）の 2段階推

定法とJohansen(1988）の最尤推定法に基づく

検定方法を用いてこの検定を行った。 Engle=

Grangerの検定方法は、共和分関係が成立し

ていないという帰無仮説を棄却することができ

ないという結果をもたらすが、 Johansenの検

定方法は共和分関係が成立しており、共和分ベ

クトル（cointegratingvector）が 1個存在す

るという結果をもたらす（検定結果については

Horioka, 1992参照）。したがって、 2つの検定

方法は異なった結果をもたらすが、 Johansen

の検定方法のほうがパワーが大きいようである

ため、暫定的には共和分関係が成立していると

考えても差し支えないと思われる。

通常の最小2乗法および最尤推定法によって

共和分ベクトルを推定し、推定結果を表3に示

した。この表からわかるように、推定方法によ

って結果が大きく異なる。 RW(-1）の係数は
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推定方法によってそれほど異ならないが、

RYDとRKGの場合は、最尤推定法による係数

の推定値は通常の最小 2乗法による係数の推定

値を大きく上回る（RYDの場合は0.914対

0. 723、RKGの場合は0.978対0.024）。

より信頼性の高い最尤推定法に基づく結果を

詳しくみると、 RYDとRW( 1）の係数はそれ

ぞれ0.914と0.0114であり、その規模は適切で

あるのみならず、統計的に有意でもある。

RKGの係数（0.978）はきわめて有意であり、

RYDの係数とほぼ等しい。すなわち、純キャ

ピタル・ゲインからの限界消費性向はそれ以外

の所得からの限界消費性向にほぼ等しく、家計

は純キャピタル・ゲインをそれ以外の所得と同

じように見なしているようである。しかも、

RKGの係数がほぼ lであるということは、家

計は純キャピタル・ゲインを恒常所得と見なし、

そのほとんどを消費に回しているということを

意味する。換言すれば、純キャピタル・ゲイン

と貯蓄との聞にはほぼ1対 1の代替関係が存在

する。

純キャピタル・ゲインを分解した場合の推定

結果は示されていないが、純キャピタル・ゲイ

表3ー共和分ベクトル（cointegratingvector）の推定
結果

変数 通常の最小2乗法 最尤推定法
RYD 係数 0.72283・申 0.91414.・

標準誤差 0.020085 0. 21458 
t f直 35.9894 4. 2602 

RW( 1) 係数 0 015046・・ 0. 011376’ 
標準誤差 0.0025461 0. 0061162 

tf1直 5.9094 1.8600 
RKG 係数 0.024047’‘ 0.97795・・

標準誤差 0. 0072778 0. 073867 
tf1直 3. 3042 13. 2394 

R' 0.99728 

R' 0.99702 
D羽7 0.47371 

i主・被説明変数はRCである。
推定期間は通常の最小2乗法の場合は1955～90年、最尤推定法
の場合は1956～90年である。
共和分関係が成立しているため、通常の最小2乗法の場合の標
準誤差、 t値は信頼性がない。
DWはダーピン・ワトソン比 (DurbinWatson ratio）を示す。
最尤推定法の場合は、①ベクトル自己回帰（VAR）モデルにお
ける最大のラグ数がlであり、②共和分ベクトルに含まれてい
る変数においても背後にあるデータ生成プロセス（datagener 
ation process）においても線型の決定論的なトレンド (linear
deterministic trends）が存在し、③共和分ベクトルが 11固存在
すると仮定した。
変数の定義、データの出所については、本文参照。
最尤推定法の詳しい説明についてはJohansen(l988）、 Johan・
sen and Juselius(l990）参照。
* 90%の有意水準で有意。
** 99%の有意水準で有意。

22 住宅土地経済 1993年冬季号

ンを分解しない場合とほとんど同じである。例

えば、土地、土地以外の資産に対する純キャピ

タル・ゲインの係数はいずれもほぼ 1であり、

双方の問には統計的に有意な差はない。

以上の結果は、日本の家計が純キャピタル・

ゲインを恒常所得と見なしているということを

示唆している。純キャピタル・ゲインは変動が

激しく、短期的に恒常所得と見なされていると

は考えにくいが、共和分ベクトルは各変数の聞

の長期的均衡関係を示すものであり、推定結果

は必ずしも常識に反するものではない。

結論

本稿では、以下のことがわかった。

①家計資産に対する純キャピタル・ゲイン

（インフレの影響を取り除いた後のキャピタ

ル・ゲイン）は、 1955～90年の期間を通して莫

大なものであり、平均して家計可処分所得の

26.1%、家計貯蓄の2.17倍にも上った。したが

って、家計貯蓄率に純キャピタル・ゲインを反

映させることによって家計貯蓄率はほとんどの

年において大幅に上昇する。

②純キャピタル・ゲインの変動はきわめて激

しく、家計可処分所得の－87.6～125.0%の聞

で推移した。したがって、家計貯蓄率に純キャ

ピタル・ゲインを反映させることによって家計

貯蓄率の変動も激しくなる。

③土地に対する純キャピタル・ゲインは、家

計資産に対する純キャピタル・ゲインの中では

圧倒的なウェイトを占めており、土地以外の家

計資産に対する純キャピタル・ゲインは平均し

てわずかながら負であった。

④家計消費、家計可処分所得、家計資産、家

計資産に対する純キャピタル・ゲインの聞には

共和分関係が成立しており、純キャピタル・ゲ

インは長期的には家計消費、家計貯蓄に大きく

影響する。純キャピタル・ゲインからの限界消

費性向は、それ以外の所得からの限界消費性向

とほぽ同じであり、日本の家計は長期的には純

キャピタル・ゲインをそれ以外の所得と同じよ



うに見なしているようである。しかも、純キャ

ピタル・ゲインからの限界消費性向はほぼ 1で

あり、日本の家計は長期的には純キャピタノレ・

ゲインを恒常所得と見なし、そのほとんどを消

費に回しているようである。換言すれば、長期

的には純キャピタル・ゲインと家計貯蓄との聞

にはほぼl対1の代替関係が存在する。

＊本稿は部分的には Horioka(1992）に依存する。本稿

の作成にあたり、八回達夫、 ColinMcKenzie、大竹

文雄の各氏から有益なコメントをいただき、小川一

夫氏から貴重なデータをいただいた。記して感謝を

表したい。

1王

1) 1974年における異常な調整後の貯蓄率は土地、土

地以外の資産に対する膨大な純キャピタル・ロスに

よるものである。冒頭で述べたとおり、 1974年には

純キャピタル・ロスは家計可処分所得の87.6%にも

上ったため、キャピタル・ゲイン（ロス）を含んだ

家計貯蓄は大幅にマイナスになり、キャピタル・ゲ

イン（ロス）を含んだ家計可処分所得は調整前のそ

れの12.4%にとどまった。そして、前者を後者で除

することによって得られる調整後の家計貯蓄率は大

幅にマイナスになった。

2) この特定化は資産調整モデル（wealth adjust-

ment model)から導出できる（例えば、 Arena,

1963 ; Peek, 1983 ; Hendershott and Peek, 1985参

照）。
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工ディトリアル・ノート

＊ ＊ ＊  
規模の小売業の乱立がこの種の過

剰参入の状態に相当するとの前提

土地利用の用途規制を正当化す

る論理として一般的なのは、外部

経済・不経済に基づくものである。

例えば、工場は騒音や大気汚染な

どを発生させるので、住宅地に工

場が立地すると住民に迷惑を及ぽ

小西論文は、以上のような外部 のもとで、どのような土地利用規

性の議論によらない新しい視点か 制が資源配分の効率性を改善する

ら土地利用規制の分析を行ってい かを分析している。

る。この論文が基礎をおいている 最初に、もし商業における企業

すことが多い。このような時には、のは、鈴村輿太郎・清野一治の両 数を政府が直接的に規制すること

工場を住宅地の中に入れないとい 氏による「過剰参入定理」である。ができれば、商業地を広げ、住宅

う排他的土地利用規制が有益な役 過剰参入定理は専門の経済学者以 地を狭めるという土地利用規制が

割を果たす可能性がある。 外にはあまり知られていないと思 経済厚生を改善することが示され

外部性の議論での用途規制の主 われるので、少し詳しく説明して る。これは不完全競争産業では企

たる役割は、迷惑をかける用途と おきたい。 業が生産量を抑制し価格をつり上

迷惑を受ける用途の混在を防ぐと 過剰参入定理は、企業の生産に げようとするので、総生産量が過

いうものである。しかし、土地利 ある程度の規模の経済性が存在し 小になる傾向をもつことによる。

用規制を用いると各用途に割り当 ていて、多数の企業による（完 土地利用規制によって商業地を拡

てられる土地面積をもコントロー 全）競争は成立しないが、 1社だ 大すれば、商業サービスの生産が

ルできるので、迷惑をかける用途 けの独占になるほどには規模の経 増加し、過小生産の傾向を抑制す

の拡大を抑えるという量的コント 済性が大きくない中間的なケース

ロールの役割も果たすことができ を扱っている。このような場合に

る。 は複数企業による寡占的競争の状

例えば、工場が大気汚染公害を 態になるが、寡占的競争のもとで

ることになるからである。

実際には、企業数を政府が規制

することは困難であることが多い。

この場合にどのような土地利用規

発生させている時には、工場の生 は完全競争のケースと違って資源 制が望ましいかはさまざまな要因

産量を抑えて大気汚染の発生量を 配分の効率性は確保されない。こ に依存し、分析は非常に複雑であ

減少させることが望ましい。その れは、各企業がある程度の価格支

ための最善（ファースト・べス 配力をもっ（水平で、はなく右下が

ト）の手段は、大気汚染の発生量 りの需要曲線に直面する）ので、

る。小西論文では、商業地を広げ

たほうが望ましいケースも存在す

るが、逆に商業地を狭める規制を

に応じて公害税（ピグー税と呼ぱ 生産量を抑制し価格をつり上げよ 行うのが望ましいケースも存在す

れている）をかけることである。

しかし、技術的な理由などでそ

れが不可能なときには、土地利用

規制が次善（セカンド・ベスト）

うとするからである。

寡占的競争による非効率性の一

つの側面が、企業数が過大になる

という「過剰参入定理」である。

ることが示されている。

小西論文は土地利用規制の分析

に新しい視点を提供しているが、

この分析を実際の土地利用規制に

の手段の 1つになりうる。つまり、つまり、企業の参入が自由で（超 適用するには数多くの課題が残さ

用途規制をかける際に、工業地域 過）利潤がゼロになるまで新規参 れている。それらの例として以下

を狭くする（極端な場合には、工 入が続く場合には、企業数が過大

業の立地をすべて不許可にしてし になり、生産における規模の経済

の2点をあげておきたい。

第1に、過剰参入定理の非効率

まう）ことによって工場を減少さ

せ公害の発生を抑制できる。

性を十分に生かしきれない状態に 性がどの程度定量的に重要であり、

なる。 硬直的になりがちな規制の弊害を

小西論文では、都市における小 上回る便益が存在するかどうかの
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分析が必要である。 いる住宅を売却して新しい住宅を ゲインが発生し、その後のパフやル

第 2に、小売業においては空間 購入すると、不動産業者に支払う の破裂の際には莫大なキャピタ

的配置の問題が重要であり、どの 手数料（売却と購入のそれぞれに ル・ロスが発生した。このような

地点に立地するかで空間的差別化 ついて価額の 3%）に加えて、不 キャピタ／レ・ゲインとキャピタ

が行われている。このような場合 動産取得税、登録免許税などの取 ル・ロスの大部分は含み益、含み

には、小売サービスは同質的なサ 引税だけで購入住宅価格のほぼ2 損にとどまっており、ごく一部し

ービスではないので、小西モデル %程度のコストがかかり、さらに か実現されていなし〉。家計が含み

の分析は直接には適用できない。 売却した住宅の売却益の3,000万 益を実現された所得増加と同じよ

空間的差別化が行われている場合 円を超える部分には譲渡所得税が

には、企業規模が過小でミはなく過 課税される。取引税や譲渡所得税

大になることもあることが知られ を軽減して住み替えの費用を低く

ており、過剰参入定理も修正が必 すると、通勤に便利な地域への転

要になる。 居が進み、東京圏全体の平均通勤

時間は短縮されるはずである。
＊＊＊  

大河原・鈴木論文では、このよ

うに見なして消費を増加させてい

るのかどうかは、興味あるテーマ

である。

キャピタル・ゲインの変動はき

わめて大きいので、キャピタル・

ゲインが家計消費に与える短期的

な効果と長期的な効果は大きく異

大河原・鈴木論文は、東京圏の うな転居が完全に行われ、交差通 なる可能性がある。ホリオカ論文

通勤ノfターンに関する綿密な実証 勤がまったく排除できた場合には、では、自系列分析の手法を用いて、

研究である。この研究は、経済学 どれだけの通勤時間の短縮が達成 キャピタル・ゲインの長期的な効

畑の研究者と都市工学畑の研究者 できるかを計算している。その結 果を分析している。その結果によ

の共同研究であるので、これまで 果によれば、東京圏の平均通勤時 れば、キャピタル・ゲインは長期

の経済学の研究にはみられない詳 聞は49.84分から42.46分へ約 7分 的には家計消費に大きく影響し、

細かつ大規模なデータ解析が行わ (15%）も減少させることができる。 しかも純キャピタル・ゲインから

れている。 また、 60分以上の長距離通勤者の の限界消費性向はほぼ1である。

大河原・鈴木論文の分析の焦点 比率を25%程度から16%程度に減 つまり、キャピタル・ゲインが 1

は交差通勤（crosscommuting) 少させることができる。さらに、 万円増加するとその増加分すべて

である。交差通勤の例は、常磐線 都庁移転と業務核都市分散の効果 が消費に回され、家計消費が 1万

の取手の住民が新宿に通勤し、小 も計算されており、これらが首都 円増加する。いいかえれば、キャ

田急線の町田の住民が上野に通勤 圏の平均通勤時間に及ぽす効果は ピタル・ゲインの部分は貯蓄の増

しているような場合である。この

場合には、これらの 2人の住居を

入れ換えると 2人の通勤時間を大

幅に短縮することができる。

小さく、 1分以下であることも示 加には固されない。

されている。 通常の所得からの限界消費性向

税制や教育システムなどの影響

で、わが国では住宅の住み替えの

＊＊＊  

最後に、ホリオカ論文では土地

や土地以外の資産のキャピタル・

が1より小さいことを考えると、

含み益からの限界消費性向が 1で

あるという推定結果は驚くべきも

のであり、研究者の聞で議論を呼

費用が非常に高くなっており、ア ゲインが家計の消費と貯蓄にどの ぶものと思われる。

メリカでは平均して 5年に 1回は ような効果をもっているかを分析 (Y. K.) 

転居しているのに対して、わが国 している。 80年代後半のいわゆる

での転居はまれである。所有して パフゃル期には莫大なキャピタル・
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時事展望

東京一極集中の是正策

高木新太郎

1990年11月に国会で「国会等の 移転の必要性と目的について以下 に着目した東京の都市キャパシテ

移転に関する決議」があり、それ の3点をあげる（文献⑧）。第 1 ィの調査を行っている。

以後、東京一極集中問題や首都機 は、望ましい国土構造の実現であ 委員会の最終報告書⑥では、前

能移転の議論が盛んである。東京 り、具体的には東京一極集中傾向 記①と③の観点からも、東京集中

都では一足先に、 1991年4月都庁 の是正と多極分散型国土の形成で の是正は焦眉の課題であり、早急

舎が丸ノ内から西新宿に移転した。 ある。第2は、住宅問題、長距離 な対応、が迫られていると認識する。

東京府庁舎の丸ノ内着工が1889年、運動・通学等の大都市過密問題解 そして東京都が採用すべき集中対

竣工が1894年、東京市役所の同所 決への対応である。第3は、地震 応化政策は、次の 2つの視点から

への開庁が1898年であるから、約 等災害に対する脆弱性への対応で 選択されるべきであるとする。す

100年ぶりの移転である。さらに、 ある。このうち第 1の点は、一国 なわち、「東京の生活の質と都市

東京都では都心（千代田・中央・ 全体の土地の有効利用（地方にお の魅力の向上を図るj、「東京と全

港の 3区）中心型から、多心型 ける活力を含めて）の問題であり、 国の共生を図る」の 2点、である。

（新宿・渋谷・浅草・錦糸町ほか 第 2の点は大都市圏、特に東京圏 この 2点も、一見すると国土庁の

の副都心建設等）都市構造への転 の個別地域の問題となる。したが 懇談会の目的と一致している。し

換を進めている。 って、現状のまま放置しておけば、かし、東京都の委員会が強調する

他方、国土庁長官の私的諮問機 東京（圏）の問題が解決されないば のは、目的達成には全国一律の都

聞である「首都機能移転問題に関 かりか、地方の活性化等全国的な 市計画ではなく、東京独自の都市

する懇談会」は、 1992年に東京一 側面からも望ましくなく、この解 計画があって当然だということで

極集中問題是正のため、東京60キ 決のためには新首都の建設がよい ある。すなわち、現在要求されて

ロ圏外に新首都の建設を提案した という認識のように思われる。 いるのは「都市づくりにおける各

（後掲文献③参照）。すなわち、東 一方、東京都では東京集中問題 地方の独自のイニシアティブであ

京のもつ政治・行政機能と経済機 調査委員会を通じて、 2つの報告 り、都市計画における地方自治な

能を分離し、前者の機能を新首都 書を公表した（文献⑧と⑥）。中 のである」（文献⑥、 83頁）。

に移すという遷都論である。同懇 間報告書⑧では、「東京集中問題」 鈴木知事は都議会での首都機能

談会の提案も一極集中現象の分散 の整理から出発し、東京都区部を 移転の質問に対して、「地方分権

という目的があるから、都庁の西 主要な分析対象としながら、適宜 の実現が不可欠であり、いわゆる

新宿移転と相通じるところがある。東京圏や都心部についても言及し 展都が現実的で実効的な方策であ

それでは、東京都が首都機能移 ている。同委員会では、東京集中 ると考えている」（文献⑮、 5頁）

転に賛成かというと、これが真っ の問題として次の 3種類があるこ と答弁している。展都論は、首都

向から反対である。両者の東京一 とを指摘する。すなわち、①東京 機能の一部を首都圏内に移転する

極集中に対する認識と対策の異同 と地方の格差等、②東京の過密等、 というものである。国の行政機関

について考えてみよう。 ③日本の社会・経済システムの安 等の移転推進状況（文献③、 71

全性等の問題である。これら 3点 頁）によれば、そのほとんどが多

国土庁と東京都の認識 については、国土庁の懇談会の認 摩地区、大宮地区、神奈川県とい

国土庁の懇談会では、首都機能 識と差がない。なお、文献⑧は② った首都圏内への移転計画である。
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遷都論と展都論

国土庁の懇談会の提言のポイン

トは60キロ圏外、換言すれば首都

圏外への新首都建設にあるから、

東京都の展都論と対立する。東京

集中是正の必要性という点では両

者は一致するが、方策がまったく

異なるわけである。

ところで、展都は東京集中現象

うな提案である。両者の関連もは

っきりしなしh また、現実に新首

たかぎ・しんたろう
1941年東京都生まれ。 1972年慶

応義塾大学経済学研究科博士課

程修了。成践大学経済学部助教

授を経て、 1981年より同教授。

論文． 「日本の地価、住宅価格

は高すぎる？ J （日本経済研究）

ほか

を生むし、遷都には地方分権が不

可欠である。集中は集積の利益の

都建設となれば、その立地の位置、結果であり、東京一極集中は日本

9,000ヘクタールの用地確保、そ 経済の成長の結果とも見なせる

の財源等はどうするかといった （集中化が日本経済の成長に寄与

生々しい問題も控えている。 した商もあるが）。日本経済が今

11月14日に総理府が発表した 後大きくなればなるほど、国際都

「首都機能移転に関する世論調査」 市として東京の役割は大きくなる。

(1992年 7月～8月に実施）の結 国際都市の機能を東京だけが担う

を緩和することになるのだろうか。果は、こうした集中問題に対する のかどうかも Iつの要点である。

現在進行中の国の行政機関の移転 現状をよく反映している。まず首 いずれにしても、首都機能移転

計画のように、国会・中央官庁・ 都機能移転については賛成（「ど の問題は不明確な点もあり、今後

裁判所等の首都機能の一部を23区 ちらかといえば賛成」を含む）派 いろいろな観点から議論されるだ

外に移転すれば、東京区部の集中 が58.1%、反対（「どちらかとい ろう。特に対東京との関係が lつ

緩和には大いに有効と思われる。 えば反対」を含む）派は15.2%で の重要な点である。他方、東京の

しかし、“東京圏”としてみたと ある。特に移転の影響の強い東京 新宿への都庁移転が、都心 3区

き、それは依然として集中促進を 圏でも、賛成が54.8%、反対が （むしろ新首都案が東京圏外であ

進めることになり、東京圏外の道 22.8%と賛成が過半数を占める。 るから、新宿と反対側の都心隣接

府県からみればあまり変わらない。東京集中による過密問題の是正を 区）の活性化維持と集中緩和に有

東京圏外への新首都建設はどう 東京国の住民は強く求めている。 効かどうかは、 1つの試金石であ

か。従来の中央集権機能が存在す 一極集中問題解決の対策として る。都自身もその成否について正

れば、地方は新首都と東京との連 は、（イ）「行政、経済、文化などの 念場に立っている。

絡に二重のコストをかけることに 機能の、東京周辺の都市や地域へ

なり、これもあまり良策とは思え の移転」が44.7%と最高で、（ロ） ⑧国土庁大都市圏整備局監修・首都

ない。経済機能と政治・行政機能 「国会や中央省庁などの首都機能 機能研究会編『首都機能移転の新

が完全に分離可能ならば、そうし の、東京から離れた地域への移 しい展開Jぎょうせい、 1992年。

た二重のコストは緩和される。両 転」が43.1%と続く。展都に近い ⑧東京都都市計画局総合計画部編

者の関係が見えてこない点に、こ 付）と遷都の（ロ）が括抗している点に、 『東京集中問題調査報告書J1990年。

の問題の判断の難しさがある。地 国民の戸惑いと正直な反応がある。⑥東京都都市計画局総合計画部都市

方分権と規制緩和の促進が是非と 整備室編『東京集中問題調査委員

も必要である。 双方とも正念場 会報告.l1991年。

さらに、国は一方では展都論的 東京一極集中と首都機能移転は、⑮東京都議会議会局広報課編『都議

な行政機関等の東京圏内への移転 現在のところセットの問題として 会リポート』（1992年8月号）。

を進め、他方では同圏外への新首 把握されてきた。私見では、展都

都建設、という一見相対立するよ は東京を東京圏まで拡大した集中
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住宅補助政策－II
Harvey S. Rosen, Housing Subsidies, in Alan ]. Auerbach, et al., ed., Handbook of Public Economics (ch. 7）ー

前回（本誌No.5）、米国の経済学者Rosenの展望

論文“HousingSubsidies，，より、住宅補助政策の

正当性に関する経済学者の議論、および米・英国の

所得税法が住宅補助の意味合いをもつことなどを紹

介した。米・英国の所得税法は暗黙に中高所得層に

対して補助を行っていると推定され、低所得層への

補助政策は、公営住宅を市場家賃以下の水準で提供

するといった、より明確な形で行われている。

日本においても公営住宅の供給が行われているが、

全住宅ストックに占める割合は5.3%台で推移して

おり、こうした数字を評価するためにも海外での研

究成果を概観することは有用である。特に米国は貧

富の差が大きく、人種問題や犯罪率の高さを背景に

低所得層への補助は重要な社会問題であり、公営住

宅政策についても数多くの研究成果がある。

以下では、まず米国の法制度を展望した後、公営

住宅政策の効率性、分配面からの評価と改革案の可

能性について紹介したい。

l法制度の展望

米国では、 1937年に貧困層への住宅補助がなされ

始めたが、ごく最近までその大部分は公営住宅によ

るものであった。この公営住宅は、地方自治体など

が運営している担当当局によって開発・管理が行わ

れていた。

1969年まで連邦政府は、公営住宅の資本コストに

ついてのみ補助支出を行い、住宅家賃などの運営管

理費については補助を行っていなかったが、 69年以

降、運営管理費の一部補助を開始した。こうした改

革を経て、 1978年度末までに米国には117万3,000戸

の公営住宅が存在している。

米国での制度の変遷

1968年に制定された住宅条例第235項は、新築や

改築した家に住む低中所得層の住宅ローン利子への
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補助政策であったが、 1981年度に実質的に廃案とな

った。 1969年、政府は政策転換を行い、利子に対す

る補助とともに所得に応じた補助を行い始めた。具

体的には、所得が公営住宅の家賃を含めた運営管理

費以下である貧困層については、家賃を所得の25%

に制限することであった。そしてその結果、 1976年

までに運営管理費の40%は補助によって賄われるよ

うになったのである（Weicher,1979, p.474）。

また、より多くのディベロッパーの参加を許容し

て建設費を下げるために、完成品受渡し制度（the

turnkey program）が1960年代に導入された。これ

は、地方自治体が民間新築住宅を購入することを可

能にした制度である。さらに、自治体が建築に直接

携わることを少なくさせる別の試みとして、 1968年

の住宅リース制度である住宅条例第23項がある。こ

の条例により、民間既存住宅所有者とのリース契約

が可能となり、また連邦政府も新築住宅について行

っていた補助を既存住宅にも実施することができる

ようになった。

1974年の住宅条例第8項では、補助を受けている

家庭が民間市場で住宅を探すことができるようにな

った。その際の補助形式は、住宅の質と家賃が十分

妥当であると思われる場合、住宅の所有者に直接補

助金が支払われる形式で、家計の支払う家賃は1986

年度に所得の30%に決められていた。この 8項に基

づく補助のために、 1982年度に約四億ドルの支出が

なされ、 1978年度末までに66万6,603戸の住宅に補

助金が支給されている。

欧州との比較

欧州の主要各国と米国とでは、制度の内容には大

差はないが、量的な違いが見受けられる。表 1は

1970年代半ばの米国、欧州主要国の住宅および地域

開発への公共支出を対GNP比率で示したものであ

る。表2は、民間セクターにより建設された住宅の



表1 住宅および地域開発への公共支出とGNPの比率

(1970年代水準）

英国

オランダ舟

スウェーデン

旧西ドイツ

米国

4.1% 

2.5% 

2.3% 

1.9% 

0.5% 

（原文Table4.lに相当）

表2 民間住宅のストック比率（1979年水準）

オーストリア

デンマーク

フランス

スウェーデン

スイス

英国

米国

45.9% 

81.5% 

50.4% 

66.2% 

88.8% 

54.0% 

99.9% 

（原文 Table4.2に相当）

割合を示している。どちらの表からも米国は欧州各

国よりも民間市場に大きく依存していることが読み

取れる。米国における公共支出総額は相対的に小さ

いとはいえ、 1982年には100億ドル近い金額が各種

の低中所得層への住宅補助制度に支出されたと推定

されている。

2効率性と公平性

前節で示した各種の制度については、数多くの経

済分析がなされている。以下では、公営住宅の生産

面での効率性、消費面の効率性、分配上の問題点に

ついての、それぞれの研究成果を紹介する。

生産の効率性

前節でみたように、米国政府はこれまで家賃など

の運営管理費でなく、公営住宅の資本コストについ

てのみ補助を行っていた。こうした補助についての

効率性からの分析にはMuth(1973）がある。 Muth

は、①realestate input （建築物を建てるのに必要

な土地などの生産要素）、②currentinput （建物の

保全に使われる生産要素）の 2つを生産要素にもつ

一次同次のCES関数によって住宅サービスが生産さ

れていると仮定し、公営住宅サービスの費用を推定

した。

費用最小化のためには生産要素の限界代替率が、

それぞれの社会的限界費用の比率に等しくなること

が必要だが、資本コストが米国政府により補助され

ているため、地方自治体は実際には社会的限界費用

以下の資本価格に直面している。このためreal

estateをより多く使用するようになり、例えば相対

的に維持費がより必要な安価の木製羽目板より、耐

久性のあるアルミ製の羽目板を使うことになるので

ある。 Muthはこの補助による生産要素比率の歪み

がもたらす非効率性に焦点をあてた。パラメータに

は、既存の研究成果により適切と推定される数値を

代入し、それぞれの生産要素価格は、使用される資

源の市場価格を民間セクターにおいて 1になるよう

に基準化して用いている。

その結果、資本コストに補助が実施されている公

営住宅の場合と、民間セクターの場合とでは 1単位

住宅サービスを生産するのに必要な費用の比率は

1 : 0.82であった。これは同じ資源を用いて、資本

コスト補助の場合では 4戸、民間セクターでは家賃

補助を前提とすれば5戸の公営住宅が建設可能であ

ることを示唆しており、非効率が発生していると推

定される。また、同様な結果がMuth以外の研究で

も得られている（Weicher,1979, p.497）。

消費の効率’性

公営住宅を供給する主な目的の Iつは、所得再分

配であると思われる。経済理論上、所得再分配を実

施するとき、所得補助に比べ価格補助は非効率であ

るが、公営住宅の場合、それはどの程度であろうか。

Aaron and von Furstenberg (1971）では、住宅
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G 

SQ, 

E。：初期点

E1 ・価格補助での効用最大点

EM. u，と同水準の効用を所得補助により

達成したときの効用最大点

Q 

サービスの消費量Qとそれ以外の財Gからなる代表

的個人の効用関数U(Q,G）を仮定し、非効率の割

合を推定した。 Gの価格をP、Qの価格を基準化し

て1とし、補助を行う以前の効用水準をU。、均衡

点、をE。（Qo,Go）、 Sだけの価格補助を行い、 Qの

(1980）はこうした問題点をふまえ、 1971年、公営

住宅に居住を許可された約1,400人を対象に推定を

実施した結果、平均して補助がない場合と比べて住

宅サービスの消費量が約95%増加していた（Mur-

ray, 1980, p.33）。さらに、補助の効率性について

推定を行ったところ、所得補助に移行することで34

%まで費用を削減できることが示唆されている。ま

た、他の研究においても同様の結論が得られている

(Weicher, 1979, p.497）。

分配上の含意

公営住宅の分配上の含意はどのようなものだろう

か。 Murrayなどの研究によれば、公営住宅居住者

は相対的に大きな便益を公営住宅から得ていると推

定されているが、現実にそれを享受している人はほ

んの一部である。具体的には、米国には約200万戸

価格が 1 S，となった場合の効用水準を仏、その の公営住宅が存在しているが、 1981年の時点で、所

均衡点をE,(Q,,. G，）としよう（図参照）。 得が最低年収基準以下である人々は3,200万人に上

価格補助を行うためには SQ，だけの補助金が必 る。公営住宅に居住を希望する人々のほうが、収容

要だが、 u，と同水準の効用は、 Mだけ所得補助を 可能数よりもはるかに多いのである。そしてこうし

行えば達成できる。（SQ, M)/SQ，を推定するこ た状況においては、居住を許可された人々の所得は、

とにより価格補助金の何%を削減できるかがわかる。 所得分布上、最低部に属しているが、大部分の許可

CES関数を仮定し、住宅サービス需要の価格弾力性 者は公営住宅に居住することで、むしろ居住できな

が 1、所得弾力性が 1になるようにパラメータの

値を決定すると、住宅サービスの価格補助率が50%

（つまり s=0.5）のとき、（SQ,-M) /SQ，主0.1

であった。これは、価格補助金の90%を所得補助に

用いれば同様の効用水準を確保できることを示して

おり、補助金の10%は非効率な部分と推定される。

Aaron and von Furstenbergでは、パラメータの

値は全住民の住宅行動の研究成果から決定された値

であったが、低所得層の住宅行動は、中高所得層の

それとは異なっているかも知れない。さらに代表的

個人を仮定することが、補助による便益をどのよう

に分布させているのか明らかではなしミ。 Murray
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かった人よりも生活水準が向上してしまうことにな

るのである。

居住を許可された家族が受ける便益の分布はどの

ようなものであろうか。 Murray(1980, p.31）では、

家族についての人口統計上の特性を一定とし、年間

所得と便益についての回帰分析を行った。その結果、

所得と便益には負の相関があり、所得が増大すれば、

公営住宅から受ける便益も小さくなることが示され

ている。しかし、回帰直線のあてはまりのよさを示

す決定係数が0.7のため、所得以外の要因が便益の

分布に影響を与えている可能性がある。



3改革の可能性

前節で紹介した研究をみる限り、公営住宅は非効

率に生産され、公営住宅居住者の住宅サービス消費

住宅手当によって生じた需要増加により、住宅価格

に大きな変化は生じなかったことである。これはお

そらく住宅サービスの供給が十分弾力的であること

と、住宅手当に対する反応は徐々に生じることが原

量を必要以上に増加させ、しかも適切な分配が行わ 因であろう。

れているとはいい難い。それゆえ数多くのエコノミ Muth (1973）は、公営住宅でも民間の住宅でも、

ストたちは長年、この制度に反対してきた。例えば、 住宅の質や市場の需給関係と照らし合わせて、その

Muth (1973,p.43）は、「所得補助を増加させられ

ないため、政治上この制度が採用されていると考え

ることが、公営住宅制度を正当化しうる唯一の可能

性である」と述べている。もし補助を存続させるな

ら、住宅の公的供給は避けるべきである。補助が民

間セクターの住宅に適用可能となれば、公共セクタ

ーが住宅の建設と運営に携わる必要はなくなる。さ

らに、補助が適用される人々が公営住宅のために一

地域に集中することも、居住を許可するために公的

に選抜を行う必要もなくなるのである。

住宅条例の第8項では、民間セクターの住宅を賃

借している低所得層に対する補助が行われてはいる

が、 1978年の段階で、この第8項が適用されている

住宅は、公共の補助が行われている住宅のうちのわ

ずか1.3%にすぎない。

低所得層がより質の高い住宅サービスを需要する

ことができるように補助を行う制度で注目を集めて

いるのが「住宅手当（housingallowances）」であ

る。これは、適格と認められた個人に、市場で決定

される家賃に見合って設定された住宅居住費用と個

人所得の一定割合との差が、政府から支給される制

度である。近年、この住宅手当が人々の行動にどの

ような影響を与えているのかについての調査（the

Experimental Housing Allowance Program）が米

国の各都市で行われた。収集されたデータ分析の結

果、住宅サービス需要の所得弾力性は0.5以下と、

住宅手当が与える影響は穏やかなものであることが

示された。興味深いのは、調査が行われた地域では、

家賃が適切であると考えられる場合、低所得層が支

払う額を家賃以下にするため、食糧切符（food

stamp）と同様な家賃証明書（rentcertificates) 

の導入を提案している。こうした提案は、何の制約

もない所得移転に近いと考えられる。しかし一方に

は、政治的背景や温情主義などの理由により、低所

得層への所得補助が不正に使用されることなしい

かに本当に低所得層の住宅サービス消費と密接に結

びついているかを追究しようとする利益集団も存在

しているのである。 Muthの提案が、政治的に認知

されるほど住宅と関連しているか否かは、判断が困

難な問題である。

（白井誠人／東京大学大学院）
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センターだより

⑨新刊リポートのご案内
中心に供給を図る企業が108社 周辺都市」成長期（人口疎開期）、

(46.6%）と最も多く、借上げ社 47～50年は「食料供給型都市」成

『首都圏における借上げ社宅の実 宅に依存する企業が今後も多くな 長期（混乱期）、 50～55年は復興

態調査』定価2,000円（税込） ると思われます。 期といえるようです。また、人口

各企業の福利厚生担当者に対す 『人口変動からみる都市の成長と 集中地域が、 1960～65年の高度成

るアンケート調査と、業種別・従 衰退』定価3,000円（税込） 長期には東京から20～30km圏だっ

業員規模別に抽出した代表的な企 1920年から1950年までの30年間 たのが、 80年代には40km圏以遠に

業のヒアリング調査の結果から、 にわたる都市の成長と衰退を、固 なるなど、人口の郊外化が進展し

借上げ社宅の実態を把握したもの 勢調査に基づく人口の増加・減少 ているのがわかります。

です。 により実証分析したものです。加 『土地開発契約の研究」

社宅には、業務社宅（転勤等の えて、佐貫利雄帝京大学教授が行 定価3,500円（税込）

業務上の理由を入居条件とする社 った戦後における経済の成長期 土地の有効利用を目的とする

宅）と福利厚生社宅（広く従業員 (1950～90年）の分析とあわせて、 「事業受託」「等価交換」「土地信

に開放している社宅）があり、そ 70年間の実証研究になっています。託」といった土地開発契約の諸方

れぞれの社宅における自社保有社 また、東京駅からの距離帯別の人 式について、特に法律学の観点か

宅と借上げ社宅の構成比をみると、 口の推移から、東京の住宅地の外 ら契約約款等の具体的内容を検討

借上げ社宅の比率は、業務社宅が 延化の進行過程を分析しています。 し、当事者双方の権利義務の定め

60.4%、福利厚生社宅が24.2%と、 成長が著しい都市の特徴を時期 方や履行方法について適正妥当な

業務社宅のほうが高い比率を占め ごとにみると、 1920～30年は「地 標準方式を探究しています。執筆

ています。借上げ条件や入居資格 方資源型産業都市」成長期、 30～ 者は、稲本洋之助（東京大学）、

等について興味深い結果が得られ 35年は「地方資源型産業都市」衰 下森定（法政大学）、好美清光

ています。また、今後5年間の社 退期、 35～40年は「軍需産業都 （中央大学）、鵜野手口夫（不動産鑑

宅の供給計画では、借上げ社宅を 市」成長期、 40～47年は「大都市 定士）、篠原みち子（弁護士）。

編集後記

1992年は、住宅土地問題の研究体

制が大きな前進を遂げた年になりま

した。わが国初めての不動産学部の

開設、（財）土地総合研究所の設立、

マンション学会および都市住宅学会

の創設など、めざましい動きが見ら

れました。また、住宅土地問題に取

り組む新進気鋭の研究者が各分野で

登場してまいりました。

こうした潮流のなかで、住宅土地

経済の研究誌として号を重ねてきた

本誌にも、ょうやく反響らしきもの

が感じられるようになりました。こ
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の分野にも新しい波が生まれつつあ

るのかも知れません。これらが住宅

土地問題についての思考を改善し、

良い社会的対応を導くことに寄与す

るものとなれば幸いです。

1992年はまた、厳しい現実のなか

で、エネルギーが蓄えられ、将来へ

の希望が培われた年でもありました。

住宅市場についてもそうであったと

思います。これが新しい1993年に芽

吹き、成長することを期待いたしま

す 。（M)
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